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（一般会計）

第 １ 総 論

１．町政の目標と平成２３年度における主要施策

昨年発生した東日本大震災による深刻な景気の悪化は、復興需要を中心とする政策効果が景気を下支えし、

緩やかに持ち直ししているが、欧州政府債務危機の影響や原油価格の上昇、これらを背景とした海外景気の下

振れ等によって、景気が下押しされる状況となっており、景気の回復は依然として厳しい状況となっている。

また、電力供給の制約や原子力災害の影響、さらには、デフレの影響、雇用情勢の悪化懸念が残っている

状況となっており、自主財源の根幹である町税及び地方交付税の安定的な確保は、たいへん厳しい状況であ

り、平成２３年度以降も財源確保は厳しさを増すことが見込まれる。

このような状況下で、町財政の歳入につきましては、町税、地方交付税及び諸収入は増加したものの、国

庫支出金、県支出金が大幅な減少となったのをはじめとして、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金

などが減少し、前年度と比較すると4,004 万9 千円、1.1％の減少となりました。
一方、歳出におきましては、農林水産業費、土木費、教育費が増加したものの、総務費、民生費、衛生費

が減少し、前年度と比較すると、7,390 万6 千円、2.2％の減少となりました。
平成23年度におきましても前年度に引き続き、第４次長瀞町総合振興計画を着実に推進するため、多種
多様な町民の皆様の声をしっかり受け止め、限られた財源の中で様々な行政課題に取り組み、事業の実施に

当たっては、事業の優先順位を決め、予算を効果的、重点的に集中させ、「はつらつ長瀞」の推進を図るため

諸施策を実施しました。

その主なものは次のとおりです。

（１）住民と行政の協働

【計画的な行財政運営】 厳しい財政事情の中、行政改革大綱・実施計画に基づき、効果的、効率的な行

財政運営と住民サービスの向上を目指して、徹底した行財政改革に努めた。また、さらなる少子・高

齢化、災害対策など、大きく変化する社会情勢に対応していくため、平成２４年度から平成２８年度

までの５か年を計画期間とする第４次長瀞町総合振興計画後期基本計画を策定した。町民サービスの

向上を図るため、毎月第１・３金曜日の夜間と毎月最終日曜日に一部窓口業務の開庁を引き続き実施

するとともに、町民のニーズに的確にすばやく対応するなど住民サービスの向上を図るため、インタ

ーネットを軸とするホームページを活用した行政情報サービスを実施した。

【まちづくり推進体制の整備】 町民の皆様のご提言を町政に反映させるため、「町への提案制度」の充

実を図った。また、あらゆる面で町民がまちづくりに参加できるよう、各種委員の公募制を実施した。

また、町民の自主的、主体的なまちづくり活動を支援する共催・後援事業を実施した。

【収納率の向上】住民への納税の利便性を向上させるため、コンビニ収納システムの導入を図るとともに

電話で町税の未納をお知らせする、納税推進コールセンターを開設し、町税の収納率向上に努めた。

【定住自立圏構想】秩父地域１市４町で構成する「ちちぶ定住自立圏構想」を活かし、広域的なメリット

を生かせる施策への取組みを推進した。

（２）快適な環境と暮らし

【交通体系の整備】 町民の生活環境の向上や交通の安全性の向上を図るため、町道の改良や側溝整備を行

うとともに、舗装修繕など道路の維持管理を行った。また、国、県道の改修整備について、国、県へ要

望した。

【交通安全対策】 交通弱者である歩行者や自転車利用者の安全を確保し、交通事故を防止するため、カ

ーブミラー、ガードレール等の交通安全施設を設置した。

【防犯・防災対策】 町民の安全な暮らしを守るため、町内の防犯灯のＬＥＤ化事業、地域防災の中核と

して活動する消防団の活性化を図るとともに、台風や地震などの自然災害に備えた、計画的な非常食

等の備蓄や自主防災組織の育成に努めた。
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【自然環境の保全・景観形成】 町民をはじめ観光客の皆様にも花を楽しんでいただけるよう、花の応援

事業として、公共的な場所への花の提供や協力団体へ花や植栽に必要な資材の支給を実施した。

【環境衛生の推進】 皆野・長瀞上下水道組合における特定環境保全公共下水道事業を推進するとともに、

下水道認可区域外の生活排水対策を推進するため、浄化槽設置整備助成制度によりその普及に努めた。

リサイクルの促進とごみの減量化のため、有価物回収団体に報償金を交付する有価物回収事業を行っ

た。また、環境への負荷の少ないクリーンエネルギーの活用を普及するため、住宅用太陽光発電シス

テムや高効率給湯器を設置する者に助成を行った。

（３）健康福祉の向上

【高齢者福祉】 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、地域包括ケア、介護保険サー

ビスの充実を図るとともに、保健・福祉・介護サービス提供者との連携と協力に努めた。また、平成

２４年度から平成２６年度までの３カ年を計画期間とする高齢者福祉計画及び介護保険事業計画を策

定した。

【障害者福祉】 障害者が可能な限り地域で自立した生活を送れるなど障害者のニーズに対応したサービ

スの提供を実施するため、障害者自立支援制度の推進を図った。また、重度心身障害者に対し、医療

費給付に係る一部負担金について助成金を支給することにより、重度心身障害者の福祉の増進を図っ

た。

【児童福祉】 低年齢保育や時間外保育など多様化するニーズに対応した保育内容や受け入れ体制の充実

等保育の充実を図るとともに、保護者の仕事と子育ての両立を支援するため、放課後児童クラブ事業

の充実を図った。

子育ての不安や悩みなど、子育てに関する相談事業の充実を図るとともに、子ども手当や子育て支

援金の支給を行った。また、子どもに対する医療費の一部を支給することにより、子どもの保健の向

上と福祉の増進を図った。

【健康なまちづくり】 自らの健康は自ら守るという、健康管理意識の高揚を図るとともに、特定健康診

査をはじめとした生活習慣病予防や各種がん検診、予防接種、母子保健事業等を実施した。また、子

宮頸がん予防ワクチン等接種に対する助成を新たに実施した。

（４）産業振興施策

【農林業の振興】 観光農業の振興などにより特色のある農業振興を推進するとともに、地産地消事業の

推進や遊休農地解消事業の促進など、農業の活性化を図った。また、宝登山「四季の丘」公園整備事

業を推進した。福島第１原発事故による放射性物質拡散の農林産物への風評被害を最小限に抑えるた

め、放射性物質の検査などを関係機関とともに実施して、販売回復対策を実施した。

【商工業の振興】 商工業の経営安定と育成のため、商工会への助成をはじめ、経営対策として、日本政

策金融公庫資金借入利子補給を実施した。

【魅力ある観光地づくり】 情報提供や観光パンフレットの充実を図り、魅力ある長瀞の宣伝に取り組む

とともに、宝登山並木参道公衆トイレの改修や観光案内看板改修工事を実施した。また、一般社団法

人長瀞町観光協会の事業運営に対して助成を行った。

（５）教育の充実

【学校教育】 児童・生徒が安心して学ぶことができるよう屋内運動場耐震補強及び大規模改修工事（一

小）、校舎耐震補強及び大規模改修工事（二小）、空調設備設置工事（小中３校）、太陽光発電設備設

置工事（二小）など、教育環境の充実を図った。また、町内の小中学校に入学する際の教育費における

保護者の経済的負担を軽減するとともに健全育成を支援する「入学祝金」の支給制度と、中学生の電車

通学費の補助制度（対象を従来の遠距離通学者のみから電車通学者全員とした。）を開始した。

【生涯学習】 各種教室や講座を実施し、学習機会の提供に努めたほか、公民館や体育施設の施設設備の

修繕を実施した。

【学校給食】 保護者の経済的負担軽減のため、給食費の補助制度を始めたほか、衛生かつ安全な給食業

務遂行のため、厨房機器等の交換・修繕のほか冷凍庫、ガス回転釜を整備した。
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２．町財政の概要

（１）歳入歳出の決算状況

平成２３年度における一般会計の決算は、次のとおりである。

歳入総額 ３５億５，０６２万１，６０５円

歳出総額 ３３億５，５０３万１，４１５円

歳入歳出差引額 １億９，５５９万１９０円

① 歳入決算額

歳入決算額は、前年度に比べ４０，０４９千円、１．１％の減少となった。

内訳は、図表－１のとおりであり、増加した主なものは、繰入金（対前年度比２６８．２％）、寄附金

（同２１５．６％）、諸収入（同５２．３％）、配当割交付金（同１４．１％）、地方交付税（同８．３％）、

逆に減少した主なものは、自動車取得税交付金（同△４２．１％）、繰越金（同△３０．０％）、国庫支出

金（同△２３．２％）、利子割交付金（同△２１．３％）、県支出金（同△２０．２％）であった。

② 歳出決算額

歳出決算額は、前年度に比べ７３，９０６千円、２．２％の減少となった。

目的別内訳は、図表－２のとおりであり、増加した主なものは、議会費（対前年度比４１．５％）、土木

費（同２７．３％）、農林水産業費（同２０．２％）、教育費（同８．５％）、逆に減少した主なものは、民

生費（同△１１．４％）、商工費（同△７．５％）、労働費（同△７．５％）、総務費（同△６．０％）であ

った。

性質別内訳は、図表－３のとおりであり、増加した主なものは、貸付金（対前年度比２８．８％）、

物件費（同２０．７％）、繰出金（同８．０％）、逆に減少した主なものは、積立金（同△５６．８％）、普

通建設事業費（同△１４．２％）、維持補修費（同△４．７％）であった。

（２）公有財産の状況

平成２２年度末の公有財産は、土地１５０，４２８㎡、建物３３，４２５㎡であり、平成２３年度の

取得等の状況は次のとおりである。

① 土 地

平成２３年度は土地の購入等がなかったため、平成２２年度末現在と同面積の１５０，４２８㎡であ

る。

② 建 物

平成２３年度は建物の建設等がなかったため、平成２２年度末現在と同面積の３３，４２５㎡である。

（３）基金の状況

① 財政調整基金は、平成２２年度末現在高３億５，５１５万６，９７８円であったが、７，９２７万３

千円を一般会計に繰入れ、１億５，８００万円（平成２２年度債権分）を積み立てたため、平成２３年

度末現在高は、４億３，３８８万３，９７８円となった。なお、債権として５，６００万円を有する。

② 土地開発基金は、平成２２年度末現在高現金３，７０５万１５７円、土地２，４４２㎡であった。平

成２３年度は、積立及び取り崩しがなかったため、平成２２年度末現在高と同額の現金３，７０５万１

５７円、土地２，４４２㎡である。
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③ 減債基金は、平成２２年度末現在高４，６３４万３，４９８円であった。平成２３年度は、平成２２

年度末現在高と同額の４，６３４万３，４９８円である。なお、債権として３，０００万円を有する。

④ 地域福祉基金は、平成２２年度末現在高１９１万８千円であった。平成２３年度は、積立及び取り崩

しがなかったため、平成２２年度末現在高と同額の１９１万８千円である。

⑤ 長瀞町立学校図書購入基金は、平成２２年度末現在高１２０万円であった。平成２３年度は、積立及

び取り崩しがなかったため、平成２２年度末現在高と同額の１２０万円である。

⑥ ふるさと長瀞応援基金は、平成２２年度末現在高６５万円であったが、８万円を積み立てたため、

平成２３年度末現在高は、７３万円となった。

⑦ 住民生活に光をそそぐ基金は、平成２２年度末現在高１，２００万円であったが、６００万円を一般

会計に繰入れたため、平成２３年度末現在高は、６００万円となった。

基金運用状況表 （単位：千円）

（４）町債の状況

一般会計債の平成２２年度末現在高は、２８億６，９９４万９，４０１円であったが、２億３，１９

９万６，６７５円を元金償還し、４億３９０万０，０００円を借入れしたため、平成２３年度末現在高

は、３０億４，１８５万２，７２６円となった。

なお、町債会計款別、借入先別現在高は、図表－４のとおりである。

基 金 名
２２年度末

現 在 高
積 立 金 額 繰 入 金 額

２３年度末

現 在 高
備 考

財 政 調 整 基 金 355,157 158,000 79,273 433,884

積立金1億5,800万円は平

成22年度債権分。なお、こ

の他に債権として5,600万

円を有する。

土 地 開 発 基 金 37,050 0 0 37,050 現金所有分

減 債 基 金 46,343 0 0 46,343
この他に債権として3,000

万円を有する。

地 域 福 祉 基 金 1,918 0 0 1,918

長瀞町立学校図書購入基金 1,200 0 0 1,200

ふ るさと長瀞応援基金 650 720 640 730

住民生活に光をそそぐ基金 12,000 0 6,000 6,000

合 計 454,318 158,720 85,913 527,125



図表－１

区　　　　分 平成２３年度 構成比 平成２２年度 構成比 増減率

町 税 898,562 25.3 884,778 24.6 1.6

地 方 譲 与 税 32,432 0.9 33,305 0.9 △ 2.6

利 子 割 交 付 金 1,982 0.1 2,520 0.1 △ 21.3

配 当 割 交 付 金 1,545 0.0 1,354 0.0 14.1

株式等譲渡所得割交付金 382 0.0 457 0.0 △ 16.4

地 方 消 費 税 交 付 金 67,440 1.9 68,609 1.9 △ 1.7

ゴルフ場利用税交付金 14,251 0.4 16,458 0.5 △ 13.4

自動 車 取 得税 交 付 金 7,400 0.2 12,790 0.4 △ 42.1

地 方 特 例 交 付 金 13,745 0.4 14,551 0.4 △ 5.5

地 方 交 付 税 1,157,179 32.6 1,068,485 29.8 8.3

交通安全対策特別交付金 1,104 0.0 1,098 0.0 0.5

分 担 金 及 び 負 担 金 31,791 0.9 34,987 1.1 △ 9.1

使 用 料 及 び 手 数 料 27,643 0.8 29,695 0.9 △ 6.9

国 庫 支 出 金 328,179 9.2 427,557 11.9 △ 23.2

県 支 出 金 264,659 7.4 331,713 9.2 △ 20.2

財 産 収 入 2,438 0.1 2,887 0.1 △ 15.6

寄 附 金 2,430 0.1 770 0.0 215.6

繰 越 金 161,733 4.6 231,165 6.4 △ 30.0

諸 収 入 45,913 1.3 30,144 0.8 52.3

町 債 403,900 11.4 374,016 10.4 8.0

繰 入 金 85,913 2.4 23,331 0.6 268.2

合 計 3,550,621 100.0 3,590,670 100.0 △ 1.1

平成２３年度　一般会計歳入決算　対前年度比較

単位：千円、％
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図表－２

区　　分 平成２３年度 構成比 平成２２年度 構成比 増減率

議 会 費 47,933 1.4 33,865 1.0 41.5

総 務 費 858,394 25.6 912,991 26.6 △ 6.0

民 生 費 734,333 21.9 829,219 24.1 △ 11.4

衛 生 費 477,108 14.3 497,162 14.5 △ 4.0

労 働 費 699 0.0 756 0.0 △ 7.5

農林水産業費 36,602 1.1 30,454 0.9 20.2

商 工 費 87,705 2.6 94,857 2.8 △ 7.5

土 木 費 198,727 5.9 156,125 4.6 27.3

消 防 費 147,589 4.4 151,909 4.4 △ 2.8

教 育 費 496,749 14.8 457,840 13.4 8.5

災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0.0 0.0

公 債 費 269,192 8.0 263,759 7.7 2.1

諸 支 出 金 0 0.0 0 0.0 0.0

合 計 3,355,031 100.0 3,428,937 100.0 △ 2.2

平成２３年度　一般会計目的別歳出決算　対前年度比較

単位：千円、％
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図表－３

区　　　分 平成２３年度 構成比 平成２２年度 構成比 増減率

人 件 費 688,952 20.5 687,263 20.0 0.2

普通建設事業費 464,256 13.8 541,296 15.8 △ 14.2

補 助 費 等 490,075 14.6 502,440 14.6 △ 2.5

積 立 金 86,720 2.6 200,640 5.8 △ 56.8

公 債 費 269,192 8.0 263,759 7.7 2.1

物 件 費 449,064 13.4 372,145 10.9 20.7

扶 助 費 377,101 11.2 369,423 10.8 2.1

繰 出 金 511,897 15.3 474,058 13.8 8.0

投資及び出資金 0 0.0 0 0.0 0.0

維 持 補 修 費 15,094 0.5 15,833 0.5 △ 4.7

貸 付 金 2,680 0.1 2,080 0.1 28.8

災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0.0 0.0

合 計 3,355,031 100.0 3,428,937 100.0 △ 2.2

平成２３年度　一般会計性質別歳出決算　対前年度比較

単位：千円、％
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図表－４

町債の状況

１．会計款別現在高

（１）一般会計債
単位：千円

平成２２年度末 平成２３年度末

現 在 高 借入額 元金償還額 現 在 高

1 総 務 債 199,837 0 17,306 182,531

2 民 生 債 3,010 0 430 2,580

3 農 林 水 産 業 債 46,319 0 14,039 32,280

4 商 工 債 45,110 0 4,490 40,620

5 土 木 債 665,584 115,300 84,622 696,262

 （１）土　木　債 352,818 73,000 55,109 370,710

 （２）辺　地　債 217,395 42,300 21,840 237,855

 （３）住　宅　債 95,371 0 7,673 87,698

6 消 防 債 2,976 0 1,392 1,584

7 教 育 債 123,968 99,500 13,957 209,510

8 災 害 復 旧 債 1,471 0 537 934

 （１）土　木　債 1,295 0 513 782

 （２）農　林　債 176 0 24 152

9 減 税 補 て ん 債 143,753 0 21,583 122,170

10 臨時税収補てん債 22,879 0 3,077 19,802

11 臨 時 財 政 対 策 債 1,615,042 189,100 70,563 1,733,579

2,869,949 403,900 231,996 3,041,853

※減税補てん債、臨時税収補てん債、臨時財政対策債の元利償還金については、そ

　 の全額が、また辺地債、消防債、災害復旧債などは、その一部が普通地方交付税

　 （基準財政需要額）に算入されます。

区　　　分
平成２３年度

合　　　計
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２．借入先別現在高

（１）一般会計債 　

区　　分

財
政

融
資

資
金

旧
郵

政
公

社

地
方

公
共

団
体

金
融

機
構

市
中

銀
行

共
済

組
合

そ
の

他

平
成

２
３

年
度

末
現

在
高

１ ． ５ ％ 以 下 718,915 19,983 25,173 175,245 30,220 1,425,145 2,394,681

２ ． ０ ％ 以 下 115,406 30,742 104,674 135,794 386,616

２ ． ５ ％ 以 下 30,210 30,210

３ ． ０ ％ 以 下 115,529 115,529

３ ． ５ ％ 以 下 59,969 59,969

４ ． ０ ％ 以 下 32,135 32,135

４ ． ５ ％ 以 下 22,713 22,713

５ ． ０ ％ 以 下

合　　　計 1,094,877 50,725 25,173 279,919 30,220 1,560,939 3,041,853

単位：千円
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第 ２ 歳入に関する事項

１．町税について

我が国の経済は、東日本大震災により深刻な打撃を受けたが、官民結集した復旧・復興努力を通じて立て直

しが図られた結果、景気は持ち直しに転じたものの、その後の急速な円高の進行や欧州政府債務危機の顕著

化による世界経済の減速が、景気の持ち直しを緩やかなものにしていた。

今後は、本格的な復興施策の集中的な推進によって、着実な需要の発現と雇用の創出が見込まれ、国内需

要が経済成長を主導することや、欧州政府債務危機への各国の協調した政策努力により、主要経済は減速か

ら持ち直しに転じていくと期待されることから、我が国の景気は緩やかに回復していくことが見込まれる。

こうした状況の中で、現年課税分の調定額は個人町民税では、長引く景気低迷により個人所得は減少し、

前年度比２．１％の減となり、法人町民税は依然として企業の業績が伸び悩む中、一部大手企業の大幅な

回復により３８．４％の増となった。

固定資産税の現年課税分調定額は、評価替えの第３年度にあたり、土地については、引続き地価の下落傾

向が見られるため前年度比４．９％の減、家屋については、新増築があり前年度比１．４％の増、償却資産に

ついては、新規設備が少なく、減価償却による評価額の減少により１．０％の減となり、固定資産税全体で前年

度比１．８％の減となった。

これらの要因により、現年課税分の調定額合計は、８億９，０７８万９千円で前年度比０．３％の増と

なった。また、滞納繰越分の調定額は、１億３５３万１千円で、前年度比１．９％の増であった。

町税の収入済額は、現年課税分８億７，６５５万４千円で前年度比０．９％、７８７万１千円の増収と

なり、収納率は、９８．４％で前年度と比較して０．６ポイント上昇した。

滞納繰越分を含めた収入済額合計は８億９，８５６万２千円で前年度比１．６％、１，３７８万４千円

の増収、収納率は９０．４％で前年度と比較して１．０ポイント上昇した。

また、時効の成立、滞納処分の停止等により権利、義務が消滅したものによるもので、徴収が不可能と

なった１７０万８千円について、不納欠損処分を行った。

◎町税収納状況（平成２３年度） （単位：千円：％）

税 目 調定額（Ａ） 前年対比 収入済額（Ｂ） 収納率Ｂ／Ａ 不納欠損額（Ｃ） 収入未済額（Ｄ）

現

年

課

税

分

１．町民税（個人） ３１７，０８７ △２．１ ３１３，６１５ ９８．９ ０ ３，４７２

（法人） ４６，１９７ ３８．４ ４５，７７５ ９９．１ ０ ４２２

２．固定資産税 ４６５，４１１ △１．８ ４５５，３８９ ９７．８ ０ １０，０２２

交納付金 １，４２７ △０．１ １，４２７ １００．０ ０ ０

３．軽自動車税 １７，５２０ １．４ １７，２０１ ９８．２ ０ ３１９

４．たばこ税 ４３，１４７ １３．８ ４３，１４７ １００．０ ０ ０

計 ８９０，７８９ ０．３ ８７６，５５４ ９８．４ ０ １４，２３５

滞

納

繰

越

分

１．町民税（個人） ４３，２０２ １．３ ６，６６２ １５．４ １８２ ３６，３５８

（法人） １，７７４ ４．７ ５０ ２．８ ０ １，７２４

２．固定資産税 ５７，０３５ ２．３ １４，８６４ ２６．１ １，４６６ ４０，７０５

３．軽自動車税 １，５２０ ３．１ ４３２ ２８．４ ６０ １，０２８

４．特別土地保有税 ０ ０ ０ ０ ０ ０

計 １０３，５３１ １．９ ２２，００８ ２１．３ １，７０８ ７９，８１５

合 計 ９９４，３２０ ０．５ ８９８，５６２ ９０．４ １，７０８ ９４，０５０
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２．地方譲与税について

（１）地方揮発油譲与税

道路に関する費用に充てるため、地方揮発油譲与税の１００分の４２相当額を管理する道路延長及び面

積に基づいて按分して国から譲与されるもので、本年度分は９０２万円（前年度９８０万２千円）で前年

度８．０％の減であった。

（２）自動車重量譲与税

道路に関する費用に充てるため、自動車重量税の３分の１相当額を管理する道路延長及び面積に基づい

て按分して国から譲与されるもので、本年度分は２，３４１万２千円（前年度２，３５０万３千円）で前

年度比０．４％の減であった。

（３）地方道路譲与税

道路に関する費用に充てるため、地方道路譲与税の１００分の４２相当額を管理する道路延長及び面積

に基づいて按分して国から譲与されるもので、本年度分は０千円（前年度０千円）であった。

３．利子割交付金について

利子等及び金融類似商品の収益について県が課税徴収した県民税利子割について、その９５％の５分の３

相当額を市町村の個人県民税収入決算額の割合に応じて按分交付するもので、本年度分は１９８万２千円（前

年度２５２万円）で前年度比２１．３％の減であった。

４．配当割交付金について

一定の上場株式等の配当等について県が課税徴収した配当割について、徴税費用相当額を控除した後の１

００分の６８相当額を市町村の個人県民税収入決算額の割合に応じて按分交付するもので、本年度分は１５

４万５千円（前年度１３５万４千円）で前年度比１４．１％の増であった。

５．株式等譲渡所得割交付金について

源泉徴収を選択した特定口座における株式等譲渡所得等について県が課税徴収した株式等譲渡所得割につ

いて、徴税費用相当額を控除した後の１００分の６８相当額を市町村の個人県民税収入決算額の割合に応じ

て按分交付するもので、本年度分は３８万２千円（前年度４５万７千円）で前年度比１６．４％の減であっ

た。

６．地方消費税交付金について

消費税５％のうち１％を地方消費税として県が課税し、その２分の１相当額を市町村に交付するもので、

本年度分は６，７４４万円（前年度６，８６０万９千円）で前年度比１．７％の減であった。

７．ゴルフ場利用税交付金について

ゴルフ場利用税収入額の１０分の７に相当する額が県から交付されるもので、本年度分は１，４２５万１

千円（前年度１，６４５万８千円）で前年度比１３．４％の減であった。

８．自動車取得税交付金について

道路に関する費用に充てるため、自動車取得税の１０分の７相当額が県から交付されるもので、本年度分

は７４０万円（前年度１，２７９万円）で前年度比４２．１％の減であった。
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９．地方特例交付金について

児童手当の制度拡充並びに子ども手当創設に伴う財源措置、住宅借入金等特別税額控除による減収及び自

動車取得税の減税に伴う自動車取得税交付金の減収に伴う財源措置として市町村に交付されるもので、本年

度分は１，３７４万５千円（前年度１，４５５万１千円）で前年度比５．５％の減であった。

１０．地方交付税について

普通交付税１０億２，６０７万８千円（前年度９億４，１３５万９千円）、特別交付税１億３，１１０万１

千円（前年度１億２，７１２万６千円）、合計１１億５，７１７万９千円（前年度１０億６，８４８万５千円）

で前年度比８．３％の増であった。

１１．交通安全対策特別交付金について

交通安全対策に関する費用に充てるため交通反則金を人口集中地区人口、交通事故発生件数及び改良済道

路延長を基に国から交付されるもので、本年度分は１１０万４千円（前年度１０９万８千円）で前年度比０．

５％の増であった。

１２．分担金及び負担金について

児童保育保護者負担金、放課後児童クラブ保護者負担金等の負担金で、本年度分は３，１７９万１千円（前

年度３，４９８万７千円）で前年度比９．１％の減であった。

１３．使用料及び手数料について

使用料は、町営住宅使用料等で本年度分は２，３７４万円（前年度２，５３７万４千円）で前年度比６．

４％の減。手数料は、戸籍住民基本台帳手数料等で、本年度分は３９０万３千円（前年度４３２万１千円）

で前年度比９．７％の減であった。

１４．国庫支出金について

国庫負担金１億８，０９５万９千円（前年度１億７，４４６万５千円）、国庫補助金１億４，４２８万３千

円（前年度２億４，７７３万６千円）、国庫委託金２９３万７千円（前年度５３５万６千円）で、合計では、

３億２，８１７万９千円（前年度４億２，７５５万７千円）で前年度比２３．２％の減であった。

１５．県支出金について

県負担金７，７２０万２千円（前年度７，４３７万９千円）、県補助金１億６，７４３万１千円（前年度２

億３，２０６万９千円）、県委託金２，００２万６千円（前年度２，５２６万５千円）で、合計では、２億６，

４６５万９千円（前年度３億３，１７１万３千円）で前年度比２０．２％の減であった。

１６．財産収入について

財産運用収入１８０万２千円（前年度１８６万８千円）、財産売払収入６３万６千円（前年度１０１万９千

円）で、合計では２４３万８千円（前年度２８８万７千円）で前年度比１５．６％の減であった。

１７．寄附金について

一般寄附金１００万円（前年度１３万円）、指定寄附金１４３万円（前年度６４万円）で、合計では、２４

３万円（前年度７７万円）で前年度比２１５．６％の増であった。

１８．繰越金について

前年度繰越金１億１，０２１万９千円（前年度１億９，５６０万９千円）、繰越事業費等充当財源繰越金５，

１５１万４千円（前年度３，５５５万６千円）で、合計では、１億６，１７３万３千円（前年度２億３，１

１６万５千円）で前年度比３０．０％の減であった。
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１９．諸収入について

延滞金加算金及び過料４１９万円（前年度２５１万円）、預金利子３千円（前年度９千円）、貸付金元利収

入２８５万９千円（前年度２４６万３千円）、雑入等３，８８６万１千円（前年度２，５１６万２千円）で、

合計では、４，５９１万３千円（前年度３，０１４万４千円）で前年度比５２．３％の増であった。

２０．町債について

土木債１億１，５３０万円（前年度６，９７０万円）、教育債９，９５０万円（前年度２，１４０万円）、

臨時財政対策債１億８，９１０万円（前年度２億７，０９１万６千円）の町債を借入れ、合計では、４億３

９０万円（前年度３億７，４０１万６千円）で前年度比８．０％の増であった。

２１．繰入金について

財政調整基金から７，９２７万３千円（前年度２，２３６万６千円）、ふるさと長瀞応援基金から６４万円

（前年度４５万円）、光をそそぐ交付金基金から６００万円（前年度０千円）の繰入れを行い、合計では８，

５９１万３千円（前年度２，３３３万１千円）で前年度比２６８．２％の増であった。
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第 ３ 議会部門における主要施策

１．議会管理事業

（１）定例会が４回（３、６、９、１２月）、臨時会が１回（５月）開かれ、会期の延日数は７日間で

あった。

（２）会議に付された議案等及び議決結果は、次のとおりである。

※集計は、年次による。

（３）常任委員会、議会運営委員会、全員協議会の開催状況

種 別 付議事件
議 決 結 果 審議

未了原案可決 修正可決 否 決 採 択 一部採択 不採択 翌年へ継続

条 例 案 14 14 0 0 0 0 0 0 0

予 算 案 14 14 0 0 0 0 0 0 0

決 算 認 定 5 5 0 0 0 0 0 0 0

専 決 処 分 4 4 0 0 0 0 0 0 0

その他の議案 16 16 0 0 0 0 0 0 0

議員提出議案 1 1 0 0 0 0 0 0 0

請 願 2 0 0 0 1 0 1 0 0

陳 情 1 0 0 0 0 0 1 0 0

計 57 54 0 0 1 0 2 0 0

総務教育常任委員会 ０日

経済観光常任委員会 ０日

議 会 運 営 委 員 会 ４日

全 員 協 議 会 ３日
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第 ４ 総務部門における主要施策

１．広報、広聴活動の充実

（１）「広報ながとろ」「くらしのメモ」の発行

町民への情報提供と町政に対する理解を深めるなど、行政広報としての役割を果たした。

・発行要領：Ａ４判 １色

１２ページ ２，８００部 毎月１日発行 年１２回

・配付先：全世帯、秩父記者クラブ

（２）町への提案制度

町民が日ごろ思っている提言や要望など町政に対する意見を伺い、まちづくりに反映させるための提

案制度には、郵送、電子メール等で１６件の提案等が寄せられた。また、寄せられた提案の一部と回答

は、「広報ながとろ」に掲載し公表した。

２．町民相談業務の実施

弁護士による無料相談（毎月１回）、行政相談員による行政相談（毎月１回）、人権擁護委員による人権

相談（年５回）、司法書士による登記相談（年４回）の町民相談業務を実施した。

３．会計管理事業

（１）資金運用については、適正な運用に努めた結果、一般会計の預金利子は、２，９５２円となった。

（２）町税及び国民健康保険税並びに介護・後期高齢者医療保険料の取扱いは、指定金融機関、収納代理金

融機関、庁舎窓口・徴収等で行い、収納徴収総額は１２億４，８４３万円となった。

（３）税や保険料の収納処理件数は、町県民税の普通徴収５，０８９件、給与・年金特別徴収１２，２６４

件、固定資産税１６，３０３件、軽自動車税３，４９０件、国民健康保険税１０，５７２件、介護保険

料１４，２７２件、後期高齢者医療保険料７，５２１件で、総件数は６９，５１１件となった。

（４）県収入証紙買受け額は、総額７００，０００円で、これに対する手数料（３．１５／１００）は２２，

０５０円となった。なお、証紙売捌き額は、７２３，７００円となった。また、県自動車税収納委任を

受けての収納額は、１，７１３件、６２，１９６，８００円で、これに対する取扱費交付金（２／１０

０）は１，２４３，９３６円となった。

（５）町費の支払いについては、毎月１０日、２５日の２回を定例支払日としている。この他期日指定の支

払日や緊急の必要等により随時支払日を設けて対応し利便性に努めている。年間では口座振込１０，０

０７件、窓口払い８５６件、納付書払い１，７８２件、小切手払い１３件、その他払い外５１６件とな

った。

相 談 名 法律相談 行政相談 人権相談 登記相談

件 数 ３７件 １件 ２件 ４件
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４．財産管理事業

（１）財産管理

公有財産に関する事務の統一及び調整、公有財産の維持及び保全、行政財産の使用許可、普通財産及

び行政財産の貸付、普通財産の処分並びに物品の調達を業務として、以下の事務を行った。

① 役場庁舎等の保守点検及び修繕等

公有建物火災共済基金分担金 １，３９４，３９６円

役場庁舎設備等の保守点検業務委託 ４，５８２，２００円

役場庁舎環境衛生管理業務委託等 ２，４６２，１３８円

役場庁舎照明器具ＬＥＤ交換工事 ８１５，８５０円

役場庁舎空調等中央監視システム借上料 ２，２７５，５６０円等

② 町有財産管理委員会の開催 ２件

③ 行政財産の使用許可 ４件 ４０３，０９０円

④ 普通財産等の貸付 ５件 １，７１９，１８０円

（２）入札の実施

指名競争入札を延べ１８日開催し、計４１件の案件について執行した。

指名業者については、副町長を委員長とし、課長級以上の職にある職員で構成する長瀞町競争入札審

査委員会において選定を行った。

なお、実施したすべての指名競争入札において、入札予定及び結果の公表を行うとともに、予定価格

の事前公表を行った。

平成２３年度入札結果

①主要工事（１千万円以上）

注）落札額は、消費税及び地方消費税を含まない額

②課別入札件数

入札年月日 件 名 落 札 額（千円） 指名業者数

２３． ４．２０ 長瀞第一小学校空調設備設置工事 ２４，７００ ９

２３． ５．２６ 長瀞第一小学校屋内運動場耐震補強及び大規模改修工事 ４６，５８０ ９

２３． ５．２６ 長瀞第二小学校校舎耐震補強及び大規模改修工事 １１６，２３０ ９

２３． ６． ７ 防犯灯ＬＥＤ化事業業務委託 ２８，８００ ９

２３． ８． ４ 風布２・３号線道路改良（改築その１）工事 ２２，０００ ９

２３．１０．１７ 矢那瀬6・12・14・44号線用地測量道路詳細設計業務委託 １３，４００ ８

２３．１０．１７ 課税台帳電子化整備事業 １６，８００ ８

区 分 土 木 建 築 管・電気 舗 装 そ の 他 設 計 等 物品等 計

総 務 課 １ ３ ４

税 務 課 １ １

健 康 福 祉 課 １ １ ２

地域整備観光課 ７ １ １ ８ ２ １９

教 育 委 員 会 １ ３ ３ ２ ４ ２ １５

計 ８ ４ ３ １ ２ １５ ８ ４１
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③落札額別入札件数

５．交通安全対策事業

全国交通安全運動、交通事故防止運動を実施・協力するとともに、町独自の啓発活動として、交通安全

母の会でマスコット人形５２０個を作成し、街頭キャンペーン等に配布した。

交通安全指導としては、新入学園児を対象とした紙芝居による交通安全教室の開催等を行った。

交通指導隊による児童生徒の下校時の交通安全指導に併せて、防犯パトロール活動を実施した。

啓発事業として、町民の希望者に交通安全反射手袋を配布した。

６．地域振興対策事業

（１）地域振興対策事業補助金

地域の振興を図るため、上長瀞区、中野上区及び長瀞上区が実施した事業に対して補助した。

地域振興対策事業補助金 （単位：円）

（２）憩の家センター改修事業

町所有で現在、長瀞町商工会が使用している長瀞町憩の家センターを町商工会が改修するため、その事

業に補助金（７，０００，０００円）を支出した。

７．職員研修状況

区 分 土 木 建 築 管・電気 舗 装 そ の 他 設 計 等 物 品 等 計

２００万円未満 １ ６ ５ １２

２００万円以上５００万円未満 ３ ２ ４ ２ １１

５００万円以上１，０００万円未満 ４ １ ２ １ ２ １ １１

１，０００万円以上 １ ２ １ ３ ７

計 ８ ４ ３ １ ２ １５ ８ ４１

行政区名 事 業 内 容 補 助 金

上 長 瀞 区 上長瀞区コミュニティ集会所支障木伐採事業 ２００，０００

中 野 上 区 竹之内コミュニティ集会所塗装工事 ２９８，０００

長 瀞 上 区 長瀞上区公会堂改修工事 ７５０，０００

番号 研 修 名 受講者数 主 催 者 等

１ 新 規 採 用 職 員 研 修 （ 第 Ⅰ 部 ） ２ 自治人材開発センター

２ 新 規 採 用 職 員 研 修 （ 第 Ⅱ 部 ） ２ 〃

３ 係 長 級 研 修 ２ 〃

４ 課 長 補 佐 級 研 修 ３ 〃

５ 民 法 ２ 〃

６ 行 政 法 １ 〃

７ 簿 記 入 門 と 公 会 計 ２ 〃

８ 基 礎 か ら 学 ぶ 地 方 自 治 法 ３ 〃

９ 基 礎 か ら 学 ぶ 地 方 公 務 員 法 ３ 〃

１０ ワ ン ペ ー パ ー で プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン １ 〃

１１ 説 得 力 向 上 ト レ ー ニ ン グ １ 〃
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８．防犯灯のＬＥＤ化事業

緊急雇用創出事業を利用して、防犯灯のＬＥＤ化事業を実施した。交換基数は、新設見直しを含め８７

０基となった。

９．人権・同和問題啓発事業

人権啓発及び同和問題の啓発を図るため、啓発標語入りの「花粉セット（マスク・ティシュセット）」を

作製し、園児・小中学生・教職員及び人権フォーラムの参加者に配布し啓蒙を図った。

１０．期成同盟会事業

秩父鉄道の整備と利用促進を図る目的を持って沿線市町で組織する秩父鉄道整備促進協議会を通じ、秩

父鉄道が実施する鉄道安全対策事業などに係る費用１，０２０，６０３円を負担した。

１１．イメージアップ事業

イメージアップ基本計画（平成５年度策定）の標語である“人も社会も自然も

すべてが健康ではつらつとしているまち”を目標に、各種事業を推進した。

また、シンボルマークは、封筒、広報紙、ホームページなど各種媒体で活用し、

その周知に努めた。

１２．総合振興計画策定事業

平成１８年度に策定した第４次総合振興計画前期基本計画の計画期間が満了するに当たり、さらなる少

子・高齢化、災害対策など、大きく変化する社会情勢に対応していくため、平成２４年度から平成２８年

度までの５か年を計画期間とする後期基本計画を策定した。

１３．行政改革推進事業

効率的な行財政運営と住民サービスの向上を目指すことを基本理念とし、「住民との協働によるまちづく

りの推進」、「持続可能な行財政基盤の確立」、「効率的な組織・機構の構築」、「住民の信頼に応える職員の

育成」を基本方針と定めた行政改革大綱を策定した。

１４．緊急経済対策事業

（１）きめ細かな交付金

１２ 文 章 力 向 上 研 修 １ 〃

１３ 段 取 り 力 向 上 （ 基 礎 編 ） 研 修 ２ 〃

１４ 業 務 カ イ ゼ ン 研 修 １ 〃

１５ コ ー チ ン グ 研 修 １ 〃

１６ プ ラ ス 思 考 の ト レ ー ニ ン グ ２ 〃

１７ メ ン タ ル ヘ ル ス 研 修 ２ 〃

１８ 古 典 に 学 ぶ ２ 〃

１９ Ｊ Ｋ Ｅ Ｔ 指 導 者 養 成 研 修 １ 〃

２０ 女 性 職 員 の た め の キ ャ リ ア デ ザ イ ン １ 〃

２１ 職 員 人 権 教 育 研 修 ２５ 長 瀞 町

計 ２１種 延６０人
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円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策の趣旨に沿った地域の活性化に応じた事業に対して交付

されるもので、交付額２０，９９５千円を訪問指導推進事業、学校施設改修事業などの事業に活用した。

（２）住民生活に光をそそぐ交付金

これまで住民生活にとって大事な分野でありながら、光が十分に当てられてこなかった地方消費者行政、

ＤＶ対策・自殺予防等の弱者対策・自立支援などの分野に関する事業に対して交付されるもので、交付額

１１，０１０千円を学習・生活補助員配置事業、子育て相談事業などの事業に活用した。

１５．ふるさと長瀞応援基金

住民参加型の事業を実施することを目的として設置されたふるさと長瀞応援基金に、９名の方から寄附

金が寄せられた。寄附金は、下表のように積み立てた。

（単位：千円）

１６．情報公開・個人情報保護制度事業

（１）情報公開制度

公正で透明な開かれた町政を推進するため、町が保有する行政情報の提供を行った。

（２）個人情報保護制度

町民のプライバシーを保護するため、個人情報保護制度の充実に努めた。

１７．情報化推進事業

（１）庁内ＬＡＮ（情報系）の管理

住民サービスの向上と事務の簡素化、効率化を図るため、職員全員にパソコンを配備するとともにこ

れらをＬＡＮで繋ぎ運用している。

（２）庁内ＬＡＮ（基幹系）の管理

住民サービスの向上と事務の簡素化、効率化を図るため、各課にパソコンを整備するとともにこれら

をＬＡＮで繋ぎ、住民記録情報と税務情報、財務情報などを管理するシステムを運用している。

平成２３年度は、一部の機器を除き、パソコンやプリンタ等の機器及びネットワークの更新を行った。

（３）公式ホームページの運営管理

ホームページへのアクセス数は、７０，２７５件であった。なお、平成２２年度のアクセス件数は、

８４，８８１件であった。

・ホームページアドレス：http://www.town.nagatoro.saitama.jp

１８．賦課徴収事業

（１）固定資産税標準宅地の鑑定評価及び時点修正事業の実施

平成２４年度の評価替に伴う標準宅地等の鑑定評価を実施し、土地の価格が依然として下落傾向にあ

項目 寄付額

(1)快適な環境と安心して暮らせるまちづくり事業 ５０

(2)健康で生きがいのあるまちづくり事業 ３３０

(3)活力のある産業を育てるまちづくり事業 ２６０

(4)心豊かな人をはぐくむまちづくり事業 ８０

(5)町民と行政の協働によるまちづくり事業 ０

合計 ７２０
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ることから、平成２３年７月１日時点の時点修正を行い平成２４年度固定資産評価額に反映させた。

（２）航空写真撮影業務委託の実施

平成２４年度が固定資産評価替え基準年度にあたるため、固定資産の正確な把握と適正な評価を目的

として、長瀞町全域の航空写真撮影を実施した。

（３）課税台帳電子化整備事業の実施

町保管の土地・家屋台帳と法務局の登記事項要約書とを照合し、課税台帳を精査して、固定資産に係

る名寄台帳の電子画像化を行い、平成９年までの分を迅速に検索できるシステムを緊急雇用創出事業を

利用し構築した。

（４）コンビニ収納システムの導入

町税の納税環境の整備を図り、住民への納税の利便性を向上させるため、コンビニ収納システムを導

入した。

平成２３年度（初年度）は ４，３３２件 、 ６２，９６５，８０４円の納付があった。

（５）長瀞町納税推進コールセンター設置事業の実施

町税の納期内納付を推進するため納税コールセンター業務を委託し、電話による納税の呼びかけを行

った。

（６）口座振替納付の普及促進

納税者の利便性と安全性及び納期内納付の向上を図るため、口座振替の啓発用チラシを作成し、振替

納付の普及に努めた。

◎振替納付状況 （単位：千円：％）

１９．交通災害共済事業の推進

交通事故により災害を受けた者、又はその遺族を救済するための共済事業で住民の生活の安定と福祉の

増進に寄与することを目的に、埼玉県市町村総合事務組合を通じて見舞金の支払いを行った。

◎交通災害共済加入状況

２０．戸籍住民事業

（１）戸籍関係（平成２４年３月３１日現在）

①本 籍 数 ４，００４件（前年度４，０２７件）

本籍人口 ９，８１６人（前年度９，９０８人）

②届出事件数

区 分 個人町民税 固定資産税 軽自動車税 国民健康保険税 合 計

口座振替による納付額（Ａ） ５１，６４７ １４９，１０６ ４，４６１ ６９，３８０ ２７４，５９４

現 年 分 納 付 額（Ｂ） ７９，９３４ ４５５，３８９ １７，２０１ １６９，１４６ ７２１，６７０

Ａ／Ｂ ６４．６ ３２．７ ２５．９ ４１．０ ３８．０

口 座 振 替 件 数（Ｃ） 普通徴収分 ３８９ １，５５４ ８８８ ５２７ ３，３５８

納 税 義 務 者 数（Ｄ） １，２４４ ４，０７８ ２，５４４ １，３３９ ９，２０５

Ｃ／Ｄ ３１．３ ３８．１ ３４．９ ３９．４ ３６．５

会 員 数 会 費 加 入 率 給付件数 給 付 額

２，５９４人 ２，２５１，８００円 ３３．１２％ １４件 ６５７千円

区 分 出 生 死 亡 婚 姻 離 婚 転 籍 その他 合 計
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③全部・個人事項証明等発行 件 数 ３，６００件（前年度 ３，４９９件）

手数料 １，６８３，８５０円（前年度１，８８７，９００円）

（２）住民基本台帳関係（平成２４年３月３１日現在）

①人 口 ７，８３１人 （前年度７，９４８人）

世 帯 数 ２，８６８世帯（前年度２，８５９世帯）

大字別人口増減数 （単位：人）

大字別人口構成割合

② 取扱件数

平成２３年度事務処理件数

③ 住民異動届処理数

平成２３年度月別住民異動届 （単位：人）

④ 住民票等証明交付手数料 ６７６，６００円（前年度 ７１１，８００円）

（３）外国人登録（平成２４年３月３１日現在）

①人 口 ３１人 （前年度２７人 ）

世帯数 ２４世帯（前年２２世帯）

②各種申請件数

事件数 ８８件 １５１件 １０９件 ２２件 ３３件 ４６件 ４４９件

大字名 長 瀞 本野上 中野上 野上下郷 矢那瀬 岩 田 井 戸 風 布 合 計

人 口 △６０ △１３ △１ △３２ ２ △１ △８ △４ △１１７

大字名 長 瀞 本野上 中野上 野上下郷 矢那瀬 岩 田 井 戸 風 布 合 計

人 口 ２，１０５ ２，１１８ ６６９ １，５０１ ３２０ ５００ ５７６ ４２ ７，８３１

割 合 ２６．８８ ２７．０５ ８．５４ １９．１７ ４．０９ ６．３８ ７．３５ ０．５４ １００．０

件 名 件 数 件 名 件 数

転 入 届 １１７件 戸 籍 の 附 票 処 理 １，４０７件

転 出 届 １６７件 住 民 票 交 付 ３，４８６件

転 居 届 ３５件 戸 籍 附 票 交 付 ４６９件

世 帯 主 変 更 届 ６６件 合 計 ５，７４７件

区分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合 計

転入 １５ ９ １３ １０ ６ １５ ９ ６ ６ ７ ６ １５ １１７

転出 １９ １１ １５ １０ ２ １１ １１ １３ １１ １５ １４ ３５ １６７

出生 ３ １ ４ ２ １ ２ ３ ９ ４ ３ ２ ３ ３７

死亡 １１ １３ ９ １１ ８ ５ ９ １１ ７ １８ １１ １１ １２４

転居 ２ ５ １ ２ ４ １ ３ ２ ６ ６ １ ２ ３５
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③外国人記載事項証明交付手数料 ４，８００円（前年度 ６，０００円）

（４）印鑑登録

①各種届出件数

②印鑑証明交付手数料 ５５３，６００円（前年度 ６０５，４００円）

印鑑登録再交付手数料 ２５，０００円（前年度 ２５，５００円）

（５）住民基本台帳ネットワークシステム

①住基ネット処理件数 （平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日）

※住民基本台帳カード無料交付件数２件含む。

②住民基本台帳カード交付手数料 ７，０００円（前年度 １４，０００円）

２１．統計調査

平成２４年経済センサス‐活動調査（平成２４年２月１日基準日）を、調査員６名で実施した。

経済センサス‐活動調査は、全産業分野における事業所と企業を対象として、その経済活動の実態を明

らかにすることを目的として実施するもので、今回は町内に存する４９４の企業と事業所を対象に調査を

行った。

２２．監査管理事業

三位一体の改革を柱とする地方分権が推し進められるなかで、地方公共団体の行財政事務は複雑・多様

化し、その果たすべき役割と責任は高まっている。

そうしたなかで、町の行財政の適法性、効率性、有用性を増進させることに努め、公正で合理的かつ能

率的な行政運営を確保するため、監査へ寄せられる期待も日々高まっている。

平成２３年度に実施された検査、審査及び監査の開催日数・件数は、下表のとおりである。

◎検査・審査・監査開催日数・件数

１．新 規 登 録 ２７件 ５．確 認 （ 切 替 ） ３件

２．引 替 交 付 ０件 ６．住 居 地 変 更 登 録 ５５件

３．再 交 付 ０件 ７．住居地以外の変更登録 １６件

４．変更登録・家族事項変更登録 ０件 合 計 １０１件

１ 印 鑑 登 録 申 請 ２２２件

２ 印鑑登録廃止届 ７３件

合 計 ２９５件

住民基本台帳カード 住民票の写し広域交付 付記転出

申請受理件数 交付件数
申請受理件数 交付件数 付記転出届受理件数

写真付 写真無 写真付 写真無

１６ １ １６ １ ７ ７ ０

例月出納検査
決算・基金運用

状況審査
定 例 監 査

随 時 監 査

（工事監査）

住民監査請求

に よ る 監 査

１２日 ２日 ２日 ２日 ０件
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第 ５ 民生部門における主要施策

１．社会福祉総務事業

（１）更生保護事業

青少年の非行、犯罪の防止と犯罪者の更生について理解を深めるため、「社会を明るくする運動」期間

中に町内全域を広報車で巡回し、小・中学校等に「ぞうきん」、「ミニタオル」等の啓発品を贈った。

また、行政区長等の協力を得て愛の募金運動を実施し２０２，５６０円を秩父地区更生保護女性会へ

納入した。

（２）民生委員活動

民生委員協議会定例会を１２回開催し、保育園、小・中学校との懇談会、研修会、講習会、各種大会

に参加したほか、敬老会、社会福祉大会などに協力した。また、自己啓発に努めながら、要援護者に対

し適切な助言、指導を行い、要援護者台帳の更新や緊急情報キットを作成し希望者に配布し、地域福祉

の向上を図った。

（３）社会福祉協議会助成事業

社会福祉法人長瀞町社会福祉協議会に対し、事業の円滑な運営を図るために２，３００万円の補助金

を交付した。

この補助金を基に社会福祉協議会では、次のような事業を行った。

・機関紙発行事業 ・敬老会、社会福祉大会の開催

・高齢者スポーツ振興事業 ・世代間交流事業

・日常生活用具貸与事業 ・ボランティアセンター活動事業

・一人暮らし老人見守事業 ・高齢者のいきがいと健康づくり事業

・歳末たすけあい事業 ・障害者福祉活動事業

・共同募金配分金事業 ・児童福祉活動事業

・心配ごと結婚相談事業 ・給食、会食サービス事業

・母子・父子福祉活動事業 ・生活福祉資金貸付事業

・地域福祉権利擁護事業 ・高齢者学習教育活動支援事業

・防火査察事業 ・福祉サービス利用援助事業

（４）シルバー人材センター助成事業

長瀞町シルバー人材センターは、高齢者の「生きがい・健康・社会参加」を目標に運営がなされ、事

業実績は、現在の厳しい経済環境下で前年度（△１０％）を下回った。また、福祉有償運送は利用登録

会員が増加するなど、高い評価が得られた。

また、平成２４年４月１日から公益社団法人化を目指して、平成２３年１０月に公益社団法人の移行

認定申請を行い、平成２４年３月１９日付けで県知事より認定書が発せられた。

これらの運営に必要な補助金として１，０３０万円を交付した。

契約金額 ： ８５，１３４，６１１円

就業延人員 ： １５，６９０人

就 業 率 ： ９０．５７％
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受注件数 ： ６９７件（公共４２件、民間１５７件、個人４９８件）

会 員 数 ： １５９人（男性１１０人、女性４９人）

◎ 主な作業 除草作業、水道メーター検針、施設管理、日常床清掃、竹製作加工、花の植栽、植木職、

ふすま・網戸・障子張、枝葉破砕処理、送迎業務、塗装・大工職、福祉有償運送業務

（５）援護恩給業務

戦没者の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づく支給業務を行った。

第９回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給業務を行った。

・国債交付件数 １件

・申請受付件数 １件

（６）世代間交流支援センターの活用

「長瀞町世代間交流支援センター」は、常勤の支援員を配置し、情報の提供や相談業務など利用者の

受入れを行い、年間来訪者数は１，５４３人であった。

高齢者の介護予防事業や、世代間交流事業、子育て支援事業への会場提供や事業以外でも個人や仲間

の集いの場として活用している。

（７）紙おむつ排出用ごみ袋支給事業

少子高齢化対策として、紙おむつ使用者（３歳の誕生日が属する月までの者又はおおむね６５歳以上

の寝たきり老人及び身体障害者であり、日常生活において失禁状態の者）のいる世帯の経済的負担の軽

減を図るため、紙おむつ排出用ごみ袋の支給を行った。

（８）介護福祉関係2計画策定事業
第3期長瀞町障害福祉計画・第5期長瀞町高齢者福祉計画・介護保険事業計画の策定を行った。
・第3期長瀞町障害福祉計画 (平成24年度～平成26年度) 委託金額 1,071,000円
・第5期長瀞町高齢者福祉計画・介護保険事業計画(平成24年度～平成26年度) 委託金額1,113,000円

２．障害者の福祉

（１）在宅重度心身障害者手当支給事業

身体障害者１級、２級の障害者と療育手帳◯ＡとＡに該当する人（住民税課税者を除く。）に対し手当を

支給し、経済的、精神的負担の軽減を図った。

（２）難病患者通院費支給事業

難病（厚生労働省の特定疾病対策及び小児慢性特定疾患対策の対象となる疾患・人工透析を行う慢性

腎不全の疾患）の患者が必要とする治療を容易に受けられるようにするため、通院に要する交通費を町

で支給した。

支給人数

3 歳 ま で の 児 童 １３０人

寝 た き り 老 人 等 ３７人

受給者数 支 給 件 数 支 給 費 総 額 負 担 割 合

８８人 ８３４件 ４，１７０，０００円 県１／２ 町１／２
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（３）身体障害者及び療育手帳の申請等の指導

身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に基づく各種の福祉措置が受けられる手帳の申請や取扱等の

指導及び広報を通し啓蒙活動を行った。

（４）身体障害者手帳交付取得診断書助成事業

手帳の交付申請のための診断書料の一部助成により、福祉の増進を図った。

（５）補装具、日常生活用具等の交付・修理

障害者や難病患者の失われた部位や障害の部分を補って、日常生活を容易にするための補装具、日常

生活用具等の交付・修理を行った。（小児慢性特定疾患児日常生活用具を含む。）

（６）自立支援医療（更生医療）給付事業

身体障害者福祉法及び障害者自立支援法に基づき、身体障害の除去や軽減を図るため医療の給付を行

った。

（７）身体障害者更生訓練等給付事業

施設入所しているものに、更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図った。

（８）生活ホーム事業

家庭環境や住宅等の事情で自立した生活が送れない心身障害者に、生活ホームを利用させ、社会的自

立の助長を図った。

（９）福祉タクシー利用料金助成事業

在宅の重度心身障害者に対し、タクシー料金の一部を補助し、障害者の日常の利便を図った。

受給者数 支 給 件 数 支 給 費 総 額

１２人 １１８件 ６１４，０８６円

申請者数 広報掲載回数

７５人 １２回

受給者数 支 給 額

３１人 ９３，０００円

受給者数 事 業 費 負 担 割 合

補 装 具 費 ８人 ３０８，５８６円 国１／２ 県・町１／４

日 常 生 活 用 具 ２２人 １，６６１，３３２円 国との協議額

受給者数 事 業 費 負 担 割 合

自立支援医療費（更生医療） ２人 ４７４，２６２円 国１／２ 県・町１／4

受給者数 事 業 費 負 担 割 合

１人 ９０，５００円 国との協議額

利用者数 事 業 費 負 担 割 合

１人 ９２２，３２０円 県１／２ 町１／２
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（１０）自動車等燃料費助成事業

心身障害者に対し、自動車等燃料費の一部を助成し、経済的負担の軽減と生活の利便の助長を図った。

（１１）長瀞町障害児（者）生活サポート事業

在宅の障害児（者）またはその家族に対し、認定された民間団体が行う施設による一時的な介護、介

護人の派遣及び障害者の外出援助等のサービスによって、在宅の障害者の自立と社会参加の促進を図っ

た。

（１２）在宅酸素療法電気料補助事業

呼吸器機能障害で酸素濃縮装置を使用している在宅酸素療法治療者に対し、装置の使用に要する電気

料を補助することによって、治療者の福祉増進を図った。

（１３）介護給付費・訓練等給付費支援事業

障害者自立支援法に基づく介護給付費・訓練等給付費を支給することにより、障害者の自立と社会参

加を図った。

◎介護給付費

延利用者数 事 業 費 負 担 割 合

２５５人 ２０６，５５０円 町１０／１０

受給者数 事 業 費 負 担 割 合

５２人 ３８５，２００円 国との協議額

登録人数 利用時間 事業費用総額 負 担 割 合

１０人 ４６６．５時間 ８８６，３５０円 県１／２ 町１／２

受給者数 事 業 費

１９人 ２５８，０００円

サービス

種 別

障害

区分

支給

人員

延べ利用

日 数
総費用額 支給額 負担割合

居宅介護

身体 2人 187日 564,250円 564,250円

国１／２

県・町１／４

知的 1人 14日 84,330円 84,330円
精神 3人 395日 1,543,810円 1,543,810円

デイサービス 児童 6人 251日 2,004,880円 1,804,760円

短期入所

身体 0人 0日 0円 0円
知的 2人 92日 415,160円 415,160円
精神 0人 0日 0円 0円
児童 1人 36日 861,800円 822,700円

共同生活介護

（ケアホーム）
知的 6人 1,973日 6,807,600円 6,807,600円

生活介護 知的 14人 3,267日 30,381,020円 30,381,020円

施設入所支援
身体 2人 701日 1,658,890円 1,658,890円
知的 10人 3,114日 9,594,360円 9,594,360円

旧法施設支援（身障入所授産） 1人 31日 171,430円 171,430円
旧法施設支援（知的入所更生） 2人 578日 4,786,280円 4,786,280円
旧法施設支援（知的入所授産） 1人 366日 1,994,700円 1,994,700円
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◎訓練等給付費

◎高額障害福祉サービス費

◎特定障害者特別給付費

（１４）自立支援医療費（精神通院）及び精神障害者保健福祉手帳の申請等の指導

精神疾患の通院にかかる医療費の自己負担を１０％に軽減する自立支援医療費（精神通院）及び各種

の福祉措置が受けられる精神障害者保健福祉手帳の申請や取扱等の指導を行った。

（１５）障害児（者）日中一時支援事業

障害児（者）の家族の就労支援及び障害児（者）を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的

とし、日中において障害児（者）に活動の場を提供し、社会に適応するための日常的な訓練等の必要な

支援を行った。

（１６）障害児（者）移動支援事業

屋外での移動に困難がある障害児（者）に、外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活

及び社会参加を促すことを目的とし、障害児（者）の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社

会参加のための外出の際の移動支援を行った。

サービス

種 別
区分

支給

人員

延べ利用

日 数
総費用額 支給額 負担割合

共同生活援助

（グループホーム）
精神 2人 392日 808,220円 808,220円

国１／２

県・町１／４

宿泊型自立訓練 精神 2人 173日 582,640円 582,640円
自立訓練

（生活訓練）
知的 2人 117日 824,240円 824,240円

就労移行支援
知的 4人 489日 3,737,680円 3,737,680円
精神 2人 159日 1,255,880円 1,255,880円

就労継続支援Ｂ型

身体 2人 491日 2,438,800円 2,438,800円
知的 11人 2,301日 14,149,540円 14,149,540円
精神 3人 308日 1,668,960円 1,668,960円

件 数 支 給 額 負担割合

２１件 ７８，９３６円 国１／２ 県・町１／４

件 数 支 給 額 負担割合

１９４件 ３，０７８，６６６円 国１／２ 県・町１／４

自立支援医療費（精神通院） 精神障害者保健福祉手帳

申請者数 ６６人 １２人

登録人数 利用時間 事業費用総額 負担割合

６人 ５．７５時間 ５０，９９４円 国との協議額

登録人数 利用時間 事業費用総額 負担割合

４人 ３７９．５時間 ８５２，６４２円 国との協議額
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（１７）コミュニケーション支援事業

聴覚障害のため、意思疎通を図ることに支障がある方とその他の方の意思疎通を仲介するために、手

話通訳を行う者の派遣を行い、福祉の増進と社会参加の促進を図った。

（１８）紙おむつ支給事業

在宅で生活しており、常時おむつを必要とする方に対し、紙おむつを支給することにより、本人及

び介護者の負担を軽減し、在宅福祉の向上を図った。

３．高齢者の福祉

（１）ねたきり老人等手当支給事業

身体上または精神上の障害のため、日常生活に著しい支障のある６か月以上ねたきりの老人及び重度

の痴呆性老人とその介護者に、手当を支給することにより老人福祉の向上を図った。

（２）緊急通報システム事業

在宅の一人暮らし老人及び重度障害者に対して、日常生活の緊急事態における不安を解消し、老人等

の福祉の向上を図った。

（３）老人クラブ助成事業

老人クラブ連合会（団体会員数８５２人）、単位老人クラブ１１団体に対し、老後の生活を健全で豊か

にするため、総額１，１１５，２００円の補助金を交付し、老人福祉の増進を図った。

（４）老人保護措置事業

保護措置を必要とする老人を、老人福祉施設（養護老人ホーム）へ入所措置して老人福祉の向上を

図った。

（５）在宅支援事業

在宅生活している高齢者に対し、できる限り住み慣れた地域で生活できるよう見守りを行い、機能低

下等により一時的に生活が困難となった高齢者を支援し、老人福祉の向上を図った。

事 業 費 負担割合

４８０，０００円 国との協議額

対象者数 支給費総額

４人 １３７，９７０円

手 当 名 対象者数 支給月数 支 給 費 総 額

ねたきり老人等手当 ７人 ３４月 １７０，０００円

ねたきり老人等介護手当 ７人 ３４月 １０２，０００円

設置台数 事 業 費 総 額

８８台 １，５６５，５８９円

利用者数 延人数 事 業 費 総 額 一 部 負 担 金

３人 ２７人 ４，８７５，９５０円 １，２１９，０００円

事 業 名 利用者数 利用日数 事業費総額 一部負担金

生活管理指導短期宿泊事業 ２人 １１日 ５８，３００円 本人１／１０
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（６）高齢者日常生活圏域ニーズ調査事業

高齢者の生活状況やニーズや要介護リスクなどを把握するために、平成２３年４月から６月にかけて

日常生活圏域ニーズ調査を実施し、高齢者の概ね３分の１の８００人を対象に実施し、郵送及び地域包

括支援センター職員による訪問回収を行い、７４２人の生活状況等を把握した。

（７）要援護高齢者等支援ネットワーク

認知症や高齢者虐待、一人暮らし等により見守りの必要な高齢者について、民生委員、社会福祉協議

会、警察、消防等と情報交換を年１回行い、高齢者等の安否確認と虐待孤独死等の発生の抑制に努めた。

（８）老人福祉施設助成事業

特別養護老人ホームながとろ苑の運営にあたり、町が民有地（６，６２５．４㎡）を借り上げ、これ

らの土地を社会福祉法人長瀞福祉会へ無償貸与した。

４．児童の福祉

（１）民間保育所の運営改善を図るため、次のとおり補助金を交付し、児童福祉の向上を図った。

○子育て支援交付金（次世代育成支援対策推進事業補助金）

・一時預かり事業補助金 ９００，０００円

○保育対策等促進事業費補助金

・延長保育促進事業補助金 ９，７０６，０００円

○安心・元気！保育サービス支援事業費補助金

・１歳児担当保育士雇用費補助金 ２，７００，０００円

・乳児途中入所促進事業補助金 ７２０，０００円

・アレルギー等対応特別給食提供事業補助金 ６００，０００円

○障害児保育事業補助金 １，４６０，０００円

（２）入所児童委託事業

保護者の労働又は疾病等により、家庭において十分保育することができない児童を各保育園に委託し、

乳幼児の福祉増進を図った。

◎保育所入所児童数（年間延人数）

入所児童の委託料として、町内保育所及び町外委託先保育所に対し、１０２，０５９，８３０円を支

払った。

（３）放課後児童対策事業

放課後児童の健全な育成を図るため、就労等により留守になる家庭の児童を放課後児童クラブで保育

区 分 ３歳未満児 ３ 歳 児 ４歳以上児 計

高 砂 保 育 園 ２２８人 ２５２人 ３８４人 ８６４人

た け の こ 保 育 園 ２１７人 ７２人 １９４人 ４８３人

管 外 ２７人 １２人 ３６人 ７５人

計 ４７２人 ３３６人 ６１４人 １，４２２人
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する事業である。長瀞第一小学校区に公営と民営が各1箇所、長瀞二小学校に公営が1箇所、合計で３
箇所の放課後児童クラブがある。

民営の放課後児童クラブに対しては、委託料として5,476,500円を支払った。
また、公営の放課後児童クラブについては、長瀞第一小学校学区は長瀞第一小学校の余裕教室、長瀞

第二小学校学区は長瀞町世代間交流支援センターに設置している。

公営の放課後児童クラブ室の運営状況（３月末）

（４）子育て支援センター事業

長瀞町世代間交流支援センターにおいて、未就学のお子さんとその保護者を対象に、育児情報の提供

や育児相談、出会いの場を提供し、子育てを応援するための事業を実施した。

（５）子ども手当支給事業

中学校修了前の児童を養育する者に手当を支給し、生活の安定と児童の健全育成の向上を図った。

◎平成２３年２月から９月支給分まで（６月、１０月定期支払分）

・中学校修了前の児童一律 月額１万３千円

（子ども手当つなぎ法分）

◎平成２３年１０月から１月支給分まで（２月定期支払分）

・３歳未満の児童一律 月額１万５千円

・３歳以上小学校修了前の児童 月額１万円（第３子以降の児童 １万５千円）

・中学生一律 月額１万円

児童クラブ名 在室児童数（人） 開設日数（日）

長瀞一小放課後児童クラブ ４２ ２８５

長瀞二小放課後児童クラブ １６ ２８５

事業名 内 容 開催回数 参加人数

リズム遊び

ぴょんぴょん組

2，3歳児を対象に音楽に合わせて親子で体を
動かし、手遊びや歌も歌います。

６回 ４７人

リズム遊び

ぴよぴよ組

0，1歳児を対象に音楽に合わせて親子で体を
動かし、手遊びや歌も歌います。

８回 ７３人

ママのコーヒータイム
子ども達はおもちゃで遊び、ママ達は自由な

お話タイム。
１２回 ２２５人

絵本読み聞かせ

「ママ よんで！」

朗読ボランティアさんによる絵本の読み聞か

せを行います。
１０回 １８１人

もぐもぐタイム
ママ達がお菓子作りを行っている間、子ども

達はボランティアが保育します。(人数制限有） ９回 １０７人

おたんじょう会
満１歳児の子を対象に、身体測定を行ったり、

記念写真を撮ったり、歌を歌ったりします。
４回 ６４人

区 分 延支給人員 支 給 費 総 額

被 用 者 ４，０９２人 ５３，１９６，０００円

非 被 用 者 １，３１３人 １７，０６９，０００円

中 学 校 修 了 前 １，６４１人 ２１，３３３，０００円
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（子ども手当特別措置法分）

（６）子育て支援金支給事業

健全な出産及び養育並びに子育て家庭の経済的負担を軽減し、少子化対策を図ることを目的として、

出生した乳児の保護者に支援金を支給した。

（７）絵本支給事業

親子のふれあいの機会を増やし、子どもの豊かな情操を育むことを目的として、出生した乳児の保護

者に絵本１３冊の中から２冊選んでもらい支給した。

（８）要保護児童対策地域協議会事業

要保護児童の早期発見、早期対応を図り、町内の児童の健やかな成長を願うため、児童や家庭にとっ

て身近な存在である児童・教育関係機関、団体等の参加により、｢長瀞町要保護児童対策地域協議会｣を

設置し、代表者・実務者会議、及びケース検討会議を開催した。

（９）地域子育て支援推進事業

子育て環境を整備し、子育てのしやすい町づくりを目指すことで、子育てを支援し子ども達の健やか

な成長を図った。（負担割合 県１０/１０）

区 分 延支給人員 支 給 費 総 額

被用者（３歳未満） ３５７人 ５，３５５，０００円

〃 （小学校修了前） １，７１６人 １８，１００，０００円

〃 （中学校修了前） ６２６人 ６，２６０，０００円

非被用者（３歳未満） １１６人 １，７４０，０００円

〃 （小学校修了前） ５１４人 ５，４５０，０００円

〃 （中学校修了前） １４８人 １，４８０，０００円

支給人員 １人当たりの支給額 支 給 費 総 額 負 担 割 合

３７人 ２０，０００円 ７４０，０００円 町１０／１０

支給人員 １人当たりの冊数 支 給総冊数 負 担 割 合

３７人 ２冊 ７４冊 町１０／１０

事 業 名 事 業 内 容 事 業 費

子育て相談の充実を図る事業
子育て相談や訪問時に活用するための備品を購入した。

（血圧計、血中濃度計、フードモデル外）
385,000円

親子歌声コンサート事業

未就園児と就学児を対象に親子で参加してもらい、音楽

を通して親子のスキンシップをとってもらうことを目的

に実施した。

・未就園児対象 2回実施 ｼｭｰﾙﾍﾞﾙｸﾄﾞﾚﾐ会 90人参加
・就学児対象 2回実施 音楽ｽﾀｼﾞｵ ｶｲｸｳ 78人参加

750,000円

キッズスペース整備事業
庁舎内にキッズスペースを設置したところに備品を購入

した。（本棚、ソファ、子ども用椅子外）
450,000円

事 業 費 合 計 1,585,000円
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（１０）児童虐待防止対策緊急強化事業

児童虐待を防止するためにさまざまな角度から事業を展開した。子育てにやさしい町づくり、また子

育て中の母親が孤立することなく、地域に出やすい環境を整えることも必要であり、そのための事業を

実施した。（負担割合 県１０/１０）

（１１）子育て相談事業

養育者の孤立の防止、虐待防止を目的に子育て相談事業を実施した。専門職（看護師、管理栄養士、

保育士等）の訪問活動、また、臨床心理士による面談を行い、悩みを持つ保護者や子ども達等の相談に

対応した。さらに県OG保健師に関係機関との連携の在り方等指導、助言をもらい、スタッフの資質の
向上及び連携の構築を図った。

住民に光をそそぐ交付金を受け実施した。（負担割合 県１０／１０）

事業費 ２，００４，０００円

事 業 名 事 業 内 容 事 業 費

児童虐待防止の広報啓発事業

講演会を開催し地域に呼び掛けた。

・海原純子氏講演会 65人参加
・「地球のステージ」桑山紀彦氏 270人参加

890,000円

児童虐待防止への取組事業

○ 子育て支援事業 子育て中の方を対象

・孫育て講座 21人参加
・食育講演会 65人参加

○ 環境の整備事業 町内の子育て環境を整備

・庁舎内のキッズコーナー設置

・子育て支援拠内のｶｰﾍﾟｯﾄ設置

・遊具の設置

2,110,000円

事 業 費 合 計 3,000,000円

事 業 名 対 応 者 内 容 件 数

訪問相談事業

保育士、保健師、子育て支援員 育児相談 ２８件

管理栄養士 離乳食訪問 ６０件

看護師、保育士、保健師 育児不安 ２５件

保育士、保健師、子育て支援員 事業の紹介、話し相手 ５２件

専門相談事業 臨床心理士

保護者からの相談 ３０件

子どもからの相談 ２件

学校等との話し合い ３２件

事業等への参加 ２３件

連携の構築 県OG保健師 関係機関との連携、調整 ６件
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５．各種医療費・年金等支給事業

（１）重度心身障害者医療費支給事業

身体障害者１級、２級又は３級の障害者と療育手帳◯Ａ・Ａ・Ｂの障害を有する人と、６５歳以上で後

期高齢者医療制度の障害認定を受けた人に対し、医療の給付にかかる一部負担金について助成し、重度

心身障害者の福祉の増進を図った。

（受給者数はＨ２４・３・３１現在）

本年度１人当たり支給額は、８万６，９４０円（前年度８万３，７０６円）で前年度より３．９％増

であった。

（２）こども療費支給事業

０歳時から中学３年生までの（平成２２年７月診療分から）子供を対象にその医療費を支給し、子育

て家庭の経済的負担を軽減し、こどもの健全育成と福祉の増進を図った。

（受給者数はＨ２４・３・３１現在）

１人当たり支給額は１万７，０１０円（前年度１万４，１６２円）で前年度より２．０％増であった。

（３）ひとり親家庭等医療費支給事業

ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を支給し、生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図った。

（受給者数はＨ２４・３・３１現在）

本年度１人当たり支給額は、１０，４８７円（前年度１１，９７７円）で前年度より１２％減であっ

た。

受給者数 支 給 件 数 支 給 費 総 額 負 担 割 合

１９０人 ３，９９８件 １６，５１８，５１７円
県１／２ 町１／２

（入院時食事療養費を除く）

区 分 受給者数 支給総件数 支 給 総 額 １人当たり支給額 負担割合

０ 歳 児 ３５人 ５４０件 １，０３８，５４２円 ２９，６７３円
県１／２

町１／２

１ 歳 児 ４５人 ７５３件 ９９９，１３６円 ２２，２０３円

２ 歳 児 ４５人 ６７２件 ８５４，０００円 １８，９７８円

３ 歳 児 ４１人 ８１２件 ９８４，９９２円 ２４，０２４円

４ 歳 児 ５２人 ７１５件 ９２２，９６６円 １７，７４９円

５ 歳 児 ４９人 ７７２件 １，０５２，３６６円 ２１，４７７円

６ 歳 児 ４４人 ３７３件 ４５０，９４１円 １０，２４９円

就学児童 ６３２人 ５，４８２件 ９，７３７，８１３円 １５，４０８円
町１／１

合 計 ９４３人 １０，１１９件 １６，０４０，７５６円 １７，０１０円

受給者 支給件数 支給費総額 負担割合

１６２人 ５６６件 １，６９８，８１８円 県１／２ 町１／２ （入院時食事療養費を除く）
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（４）介護サービス利用者自己負担補助事業

低所得の高齢者等が居宅サービスを利用した際の自己負担額の一部を助成し、高齢者等の福祉増進を

図った。

本年度１人当たりの支給額は、１３，５７５円であった。

（５）後期高齢者医療事業

後期高齢者医療制度は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、平成２０年４月１日から施行さ

れている。

運営は、埼玉県内の全市町村で構成する「埼玉県後期高齢者医療広域連合」が主体となり、保険料額

の決定、被保険者証の交付、医療を受けたときの給付などを行い、町では、保険料の徴収、各種申請・

届出の受付、被保険者証の引渡しなど、被保険者に身近な窓口業務を行った。

なお、保険料の徴収及び埼玉県後期高齢者医療広域連合への保険料の納付は特別会計で行っている。

① 給付関係事務

高額療養費、療養費、葬祭費申請受付などの窓口業務を行った。

② 被保険者証等の交付

７５歳年齢到達者や転入などをされた被保険者に対して、「被保険者証」を簡易書留郵便で送付し

た。また、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を３７人に、「特定疾病療養受療証」を４人に対し

て交付した。

③ 健康診査の受託

後期高齢者医療の被保険者を対象に行う健康診査事業について、埼玉県後期高齢者医療広域連合か

ら受託し、健康診査事業を実施した。

被保険者には受診券を送付し、契約医療機関で個別又は、保健センターにおいて集団で受診する方

式で行い、（国民健康保険特定健康診査と同じ方式。ただし、自己負担金はなし）受診者数は２６３

人であった。

④ 埼玉県後期高齢者医療広域連合市町村負担金

埼玉県後期高齢者医療広域連合規約第１７条の規定による埼玉県後期高齢者医療広域連合運営のた

めの共通経費負担金として、３，９８５，７７８円を納付した。

⑤ 療養給付費負担金

高齢者の医療の確保に関する法律第９８条に定める町の一般会計において負担すべき額として、６

９，６２６，９９４円（負担対象額の１２分の１）を納付した。

⑥ 保険基盤安定繰出金

高齢者の医療の確保に関する法律第９９条第１項の規定により、所得の少ない者について後期高齢

者医療広域連合の条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき算定した額１６，８１３，

４７４円を後期高齢者医療特別会計に繰り出した。

６．国民年金総務事業

（１）医療技術等の進歩により平均寿命が年々延びている中、老後の生活を支える一部としての国民年金の

事務について、国民年金制度の広報掲載等による周知、国民年金の業務や制度に関する相談、各種書類

等の回送、国民年金保険料の免除受付等通年行った。

受給者数 件 数 支給費総額

１８人 ２２９件 ２４４，３４６円
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第 ６ 衛生部門における主要施策

１．犬の登録・注射

犬の登録及び狂犬病予防対策の状況（平成２４年３月３１日現在）

２．生活環境の美化

（１）公害防止事業

公害苦情件数

＊大気汚染には焼却による苦情を含む。

（２）環境美化推進事業

空き缶回収事業を中心として町内の環境美化を推進するため、長瀞町環境美化推進協議会へ補助金を

交付した。

補 助 金 額 ２６０，０００円

３．廃棄物処理

（１）有価物回収事業

リサイクルの促進とごみの減量化のため、有価物を回収した団体に報償金を交付した。

①回収実績

②報償金交付実績

種 別 合 計

犬 の 登 録 頭 数 累 計 ６１７頭

新 規 犬 の 登 録 頭 数 ４２頭

狂 犬 病 予 防 注 射 数 ５２３頭

発生源＼種類 大気汚染 水質汚濁 騒 音 悪 臭 その他 計

工場・事業場 ０ ０ ０ ０ ０ ０

そ の 他 ９ ０ ０ ０ １ １０

計 ９ ０ ０ ０ １ １０

種 別 回 収 量 補助単価

紙類

新聞紙 ３３，８００．０㎏

３．５円／㎏

雑 誌 １０，４３０．０㎏

ダンボール ８，１１０．０㎏

牛乳パック ６０．０㎏

金属類 アルミ ６６７．０㎏

ビン類
1.8ℓビン １２３．５㎏

ビールビン １２９．６㎏

布 類 １０．０㎏

その他（ﾋﾞｰﾙｹｰｽ,ｼｭﾚｯﾀﾞｰ紙） ６２．０㎏

合 計 ５３，３９２．１㎏

交付団体 ７団体 交付額 １８６，８７２円
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（２）散乱ごみ・不法投棄対策

①散乱ごみ

岩畳周辺を中心に国・県・町道及び林道沿いのごみの散乱が激しい場所の清掃や撤去を行うとともに、

不法投棄パトロールを長瀞町シルバー人材センターに委託した。

委託金額 １，８３２，７３２円

岩畳周辺清掃作業

※ 年間ごみ収集量 可燃ごみ…４，７８０kg（秩父クリーンセンター搬入回数８１回 / 年）

不燃ごみ…１，５７０kg（秩父環境衛生センター搬入回数２０回 / 年）

合 計…６，３５０kg

生活環境の美化推進として、春と秋に各行政区内の散乱ごみの一斉清掃を行った。

春のごみゼロ運動 実 施 日 ５月２８日（土）・２９日（日）・６月５日（日）

参加行政区 ２６行政区

参加人数 １，９１０人

収 集 量 １，１８０㎏

秋のごみゼロ運動 実 施 日 １０月２９日（土）・１０月３０日（日）

１１月 ６日（日）・１１月１３日（日）

参加行政区 ２６行政区

参加人数 ２，１３６人

収 集 量 １，３８０kg

②不法投棄パトロール

不法投棄や散乱ごみの目立つ国・県道や林道の不法投棄パトロールを実施した。

年間実施日数 ４４日

（３）デポジット事業

空き缶の散乱防止及び資源の有効利用を図るため、大字長瀞地域において、空き缶回収機８台を設置

して、空き缶を回収して処理した。なお、事業運営は環境美化推進協議会である。

（４）ダイオキシン対策

平成１４年度から、埼玉県生活環境保全条例によりごみの自家焼却処理が原則として禁止されたこと

で、町で設置を奨励していた簡易焼却炉の撤去（回収基数 １０基）を実施した。

４．温暖化対策

環境への負荷の少ないクリーンエネルギーの活用を普及促進するため、住宅用太陽光発電システム及び

住宅用高効率給湯器の設置者に対して補助金の交付を行った。

区 分 数 量

発 券 方 式 １９，２２７本
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５．広域行政の推進

ごみの収集、運搬業務を広域市町村圏組合で行った。

・広域市町村圏組合へ清掃費として６９，５７３，０００円を負担した。

一般家庭から排出されるごみを適正に処理するため、ごみ収集箇所を設け対応している。

ごみ収集箇所 ①可燃・不燃ごみ収集箇所…１２８箇所

②可燃ごみ収集箇所…１９箇所

③不燃ごみ収集所…６箇所 合計…１５３箇所

・家庭から排出される粗大ごみの回収を実施した。

回収業者：有限会社 埼玉グローバル産業

６．下水道の整備

（１）下水道事業

（２）し尿処理事業

※皆野・長瀞上下水道組合（下水道・し尿）負担金として、２９０，８５５，０００円を負担した。

（３）合併処理浄化槽設置整備補助事業

補助金名 補助金額（定額） 件 数 補 助 額

住宅用太陽光発電システム設置費補助金 ５０，０００円 ２０件 １，０００，０００円

住宅用高効率給湯器設置補助金 ２０，０００円 １８件 ３６０，０００円

区 分 処理人口 年間総排出量 備考

可 燃 ご み

７，９２４人

１，３４８ｔ

不 燃 ご み ７７ｔ

資 源 ご み ３５６ｔ
・カン、ビン ９２ｔ

・紙、布類 ２５４ｔ

・ペットボトル １０ｔ

直接搬入ごみ
可燃ごみ ３８２ｔ

不燃ごみ ８１ｔ

回 収 時 期 申込み件数 回収品目数

第１回 ８月２４日・２５日 ３０件 ９５品

第２回 １２月２１日・２２日 ３５件 ２１２品

第３回 ３月２１日・２２日 ２３件 ５２品

区 分 全 体 うち長瀞町分 摘 要

管 渠 延 長 ７７．６０ｋｍ ３９．４０ｋｍ

計 画 地 域 面 積 ５１６．０ｈａ ２９２．０ｈａ

整備面積（２３年度末） ３７９．２ｈａ ２０４．３ｈａ

整 備 率 ７３％ ７０％ 整備面積／計画面積

行 政 人 口 １８，７２４人 ７，８３１人

処 理 人 口 １０，１１６人 ４，４２３人

普 及 率 ５４％ ５６％ 処理人口／行政人口

水 洗 化 人 口 ７，９８０人 ３，５２１人

水 洗 化 率 ７８％ ８０％ 水洗化人口／処理人口

区 分 処理計画人口 処理人口 年間総排出量 自家処理量 備 考

し 尿 ７，８３１人 ４，３１０人 １，３８４㎥ ０㎥
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生活排水による水質汚濁を防止するため、公共下水道認可区域外の地域で、浄化槽の設置者に対して、

補助金を交付した。

（４）生活排水対策事業

水質汚濁防止法に基づき生活排水対策重点地域の指定を受け、長瀞町生活排水対策推進計画を策定し、

これに添った啓発事業（荒川の水質検査：採水場所…白鳥橋下付近）を実施した。

７．上水道の整備

水の安定供給

・皆野・長瀞上下水道組合の財政基盤の安定化を図り、水道料金の低減化をするため、次の金額を負担

した。

皆野・長瀞上下水道組合 ３４，２０２，０００円

・簡易水道事業建設改良に係る企業債元利償還金を負担した。

皆野・長瀞上下水道組合 １，０１６，８４１円

・皆野・長瀞上下水道組合と宮沢地区簡易水道組合統合に伴う施設整備のため、次の額を負担した。

皆野・長瀞上下水道組合 ５，７１４，４９８円

８．首都圏自然歩道維持管理事業

首都圏自然歩道の維持管理を実施して、観光客やハイキング客が安全に利用できるよう努めた。

維持管理コース 『長瀞の自然と歴史を学ぶ道』（上長瀞～宝登山～町境 ６．５km）

『高原牧場を通る道』（風布～長瀞駅 ５．３km）

９．自然公園維持管理事業

町内全域が自然公園に指定されているため、県の委託を受けて特別地域の巡視等保護管理業務と次の進

達事務を行った。

１０．保健事業

区 分 基 数 補 助 金 額 財源内訳（平成２３年度）

新 設 ７基 ２，４０６，０００円 国 １，７５４，０００円

県 ６４０，０００円

町 １，２９４，０００円

単独浄化槽

からの転換
２基 １，２８２，０００円

合 計 ９基 ３，６８８，０００円 ３，６８８，０００円

区 分 件 数

許可申請

新 築 ３４件

増 ・ 改 築 ４件

木 竹 の 伐 採 ５件

広 告 物 設 置 ２件

土地の形状変更 １件

色 彩 変 更 １件

物 の 集 積 等 １件

計 ４８件

届 出 土地の形状変更 １件

計 １件
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（１）成人保健事業

①成人病予防検診（人間ドック）補助事業

埼玉県後期高齢者医療加入者に対し、疾病の予防、早期発見、早期治療の促進のために、検診費の一部

を補助（２０，０００円）した。

②献血

町内の企業、商工会青年部・婦人部、日赤奉仕団等の協力を得て５会場で実施した。

③機能訓練

（２）健康増進事業

①健康手帳の交付

自分自身の健康管理に役立てるよう、健康手帳の交付を行った。

②健康教育

③訪問指導

各種の理由により、保健師による訪問指導を実施した。

④がん検診

受診者数 補 助 額

２８人 ５６０，０００円

会場数 種 類 受付者 採血者数

延べ ７会場

２００ml
４００ml

成分

２２１人

２９人

１５４人

０人

区 分 延参加者数 回 数 内 容

言 語 リ ハ ビ リ ５０人 １１回
言語聴覚士による個別指導と、言語療法

を行った

区 分 ４０歳～７４歳 ７５歳以上 計

交 付 数 ９２人 １５人 １０７人

区 分 参加数 回 数 内 容

集 団 健 康 教 育 ２１５人 １４回
ヘルシーバスハイク、ヘルシーダイエッ

ト、生活習慣病予防講演会の実施

区 分 被訪問指導実人数 被訪問指導延人数

要 指 導 者 １４人 １６人

閉じこもり予防 １０人 １０人

そ の 他 ３人 ３人

区 分 受診数 要精密検査 内 容

胃 が ん ２２５人 １８人
４０歳以上の希望者に、X線撮影検査を
実施した。

大 腸 が ん ３６５人 ３８人
４０歳以上の希望者に、便潜血検査を実

施した。
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（３）精神保健事業

精神障害者の社会復帰訓練の場として「ひまわりクラブ」を、また、家族を対象に情報交換の場とし

て「家族会」を開催した。さらに、精神障害者の正しい理解と各事業への協力者（ボランティア）育成

のため、勉強会を開催した。

（４）母子保健事業

①乳幼児健康診査

乳幼児を対象に健康診査を実施した。

②妊婦健康診査

町内在住者の妊娠届を受理するとともに、妊婦の健康管理の充実及び妊娠・出産に係る経済的負担の軽

減を図ることを目的に、平成２１年度から妊婦が出産までの間に１４回受診する健康診査とＨＩＶ抗体検

査等について支援した。

③相談指導

乳 が ん １８５人 １４人

４０歳以上の女性の希望者に、視触診・

マンモグラフィ（Ｘ線撮影）検査を実施

した。

子 宮 頸 が ん １６４人 ５人
２０歳以上の女性の希望者に、頚部細胞

診検査を実施した。

肺 が ん ２７６人 ５８人
４０歳以上の希望者に、胸部レントゲン

撮影及び喀たん細胞診検査を実施した。

区 分 実施回数 延人数

社会復帰支援事業 ２６回

１８２人

うちボランティア

７２人

家 族 会 ５回 １０人

合 計 ３１回 １９２人

区 分 該当数
受診数 要精密検査

回 数
人 数 割 合 人 数 割 合

３ ～ ５ か 月 児 ３５人 ３２人 ９１.４％ １人 ３.１％ ６回

９・１０か月児 ３４人 ３３人 ９７.１％ ０人 ０.０％ ６回

１ 歳 ６ か 月 児 ４２人 ４１人 ９７.６％ ２人 ４.９％ ６回

３ 歳 ２ か 月 児 ４７人 ４６人 ９７.９％ ３人 ６.５％ ６回

計 １５８人 １５２人 ９６.２％ ６人 ３.９％ ２４回

妊娠届出数 ４４人 ＨＩＶ抗体検査 ４２件

子宮頚がん検査 ４２件 超音波検査 １５５件

区 分 実 施 回 数 延指導実施人数

ペンギン倶楽部（両親学級） ８回 ３７人

妊 産 婦 訪 問 指 導 ３２件 ５５人

新 生 児 訪 問 指 導 ２８件 ４２人

すくすく相談（育児相談） ６回 ４７人

育 児 相 談 （ 療 育 相 談 ） ２回 １６人
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（５）保健関係業務運営強化事業

各種保健業務、健康づくり事業、介護予防事業の補助業務、参加者の送迎業務等実施。また、保健セ

ンターの維持管理業務（修繕、除草、館内清掃等）を実施した。

埼玉県緊急雇用創出基金市町村補助事業として実施した（総額１，３２４，８００円）。

（６）保健事業分析プランニング事業

管理栄養士を雇用し、以下の事業について指導、助言、協力を仰ぎ、事業内容の充実を図った。

離乳食訪問（パクパク訪問）、特定保健指導、ヘルシーダイエット、ヘルシーチャレンジ、乳幼児健

診、秋のおひまち・新年会、ペンギン倶楽部、ひよこ倶楽部、おひさま教室、介護予防事業元気もりも

り教室、骨粗鬆症測定、孫育て講座の栄養相談等を実施した。

埼玉県緊急雇用創出基金市町村補助事業として実施した（総額１，８３２，３６７円）。

１１．予防衛生事業

（１）結核予防事業

①レントゲン撮影・受診者数 １９１人

高齢者層の発病増加などから、６５歳以上の方を対象として実施した。

②予防接種

結核予防法に基づき、ＢＣＧの予防接種を実施した。

（２）伝染病予防事業

①法定の予防接種

感染症予防のため、予防接種法による各種予防接種を実施した。

巡回相談（町内保育園・幼稚園） ３回 ―

言 葉 の 相 談 １２回 ２０人

身 体 相 談 ６回 ８人

離 乳 食 試 食 ６回 ６９人

ひ よ こ 倶 楽 部 １２回 １７９人

お ひ さ ま 教 室 １２回 ２０８人

区 分 実施回数 実施人員

Ｂ Ｃ Ｇ 幼 児 ６ ３３人

区 分 実施回数 実施人員 備 考

ポ リ オ 生 ワ ク チ ン ４回 ６８人 集団

三 種 混 合 契約医療機関にて随時 １４０人 個別

麻 し ん 風 し ん
契約医療機関にて随時

１期 ３７人

個別２期 ４７人

４期 ８２人

１回 ３期 ６８人 集団

麻 し ん 契約医療機関にて随時
１期 ０人

個別
２期 ０人

風 し ん 契約医療機関にて随時
１期 ０人

個別
２期 ０人
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※日本脳炎については、国通知により、一部積極的な勧奨を再開しています。

②任意の予防接種

感染症予防のため、町独自（任意）による各種予防接種を実施した。

１２．地域組織活動

（１）母子愛育会

地域に住むすべての人々を班員とし、班員の中から選出された愛育班員を中心として活動する自主的

組織であり、母と子また、高齢者の保健を中心に自分の家庭から地域の人々へと連帯感を深めながら事

業を実施した。

（２）食生活改善推進員協議会

料理講習会・実習を通じて「健康は食生活から」をテーマに、食中毒等についての衛生面での教育も

含めた活動を実施した。

二 種 混 合 小 学 生 ２回 ６７人 集団

日 本 脳 炎
３回 １２４人 集団

契約医療機関にて随時 ２９６人 個別

高 齢 者 イ ン フ ル エ ン ザ 契約医療機関にて随時 １，２５３人 個別接種

合 計 － ２，１８２人 －

区 分 実施回数 実施人員 備 考

中学３年生インフルエンザ 契約医療機関にて随時 ６１人 個別

子 宮 頸 が ん 契約医療機関にて随時

１回目 ８９人
個別２回目 ８７人

３回目 ４５人

小 児 用 肺 炎 球 菌
２か月～７か月 ４回 １５人 契約医療機関にて随

時（個別）７か月～１歳未満 ３回 １２人

１歳～２歳未満 ２回 １２人

２歳～５歳未満 １回 １３人

ヒブ（インフルエンザ菌ｂ型）
２か月～７か月 ４回 １７人 契約医療機関にて随

時（個別）７か月～１歳未満 ３回 １１人

１歳～５歳未満 １回 ２１人

高齢者肺炎球菌ワクチン 契約医療機関にて随時 １０７人 個別

合 計 － ４９０人 －

班員数 活動回数 延参加人数 活 動 内 容

１４９人 ９０回 ７３０人

・子育て支援事業

・声かけ活動や班長会議、地区別研修会の開催

・各種健（検）診事業の協力

会員数 活動回数 延参加人数 活 動 内 容

２６人 ５１回 ２７５人

・研修会、講習会の開催

・ボランティア活動

・各種事業への調理部門の協力
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第 ７ 労働部門における主要施策

１．労働事業

①地域の特性や民間活力を生かした地域開発を図り、地域における雇用の拡大と安定を確保するため、秩

父地域雇用対策協議会、（社）埼玉県雇用開発協会に対して１６８，５９５円を助成した。

②雇用の促進を目的としたメールマガジンを発信し、秩父地域の雇用促進につなげるため、秩父地域雇用

対策協議会に対して、２２８，１７０円を助成した。

③事業所の労働災害の防止並びに労働者の健康保持に関する業務の遂行、指導のため（社）秩父地区労働

基準協会長瀞支部に対して５７，０００円を助成した。

④労働者の生活の向上、親睦を図るため、秩父地区メーデー実行委員会、新規学卒者就職激励会、長瀞町

勤労者親睦会に１０５，０００円を助成した。

２．住宅資金貸付事業

町内産業労働者の福祉の向上及び労働力の確保に資するため、勤労者の住宅の新増築及び宅地の取得等

に必要な資金として、産業労働者住宅資金の融資斡旋を行った。

３．緊急雇用対策事業

厳しい雇用情勢を踏まえ、県の基金事業を活用して、次の事業を実施した。

（１）埼玉県ふるさと雇用再生基金事業 （１０／１０補助） （単位：円）

（２）埼玉県緊急雇用創出基金事業（１０／１０補助） （単位：円）

事業名 事業費

長瀞町観光振興支援事業 １９，０９９，５０８

事業名 事業費

花の栽培管理事業 ２，３１９，７０２

道路愛護保全管理業務 ３，９５９，６００

ひのくち施設運営事業 １，０３９，７８５

長瀞町ハイキングコース整備事業 ８，２９８，６０６

魅力ある観光地整備事業 １４，１６９，８４３

長瀞町納税推進コールセンター設置事業 ４，７１４，５００

保健事業分析プランニング事業 １，８３２，３６７

保健関係業務運営強化事業 １，３１８，１３５

特別支援教育支援員配置事業 ２，５８１，８８１

防犯灯のＬＥＤ化事業 ２８，９４２，２８６

学校内防犯対策・学校支援事業 ２，１５７，３１２

園地「四季の丘」整備事業 ２，０７１，４６５

許認可等処分事務データベース化事業 ３，４６５，０００

課税台帳電子化整備事業 １７，６４０，０００
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第 ８ 農林水産部門における主要施策

１．農業委員会事業

農業委員会は、定例会議を１２回開催したほか農業者年金、ふるさと農園管理運営組合等の事務処理を

行った。

（１）農地の移動状況

（２）農業者年金加入者及び受給者の状況

２．農業振興事業

（１）数量調整円滑化推進事業の状況

（２）農業振興地域整備計画の変更状況

（３）農業振興事業の実施状況

農業生産の確保と特産物の振興のため、観光農園整備費、特産果樹苗木購入費等に対し補助金を交付

し、産地化を図るとともに、農業生産者団体等の育成を図った。

（４）農業経営改善事業の実施状況

「食料・農業・農村基本法」に基づき、食料の増産を図るため遊休農地の活用の促進と、地域に即し

た農業振興を実現するため、将来の長瀞町の農業を見つめ、担い手となる認定農業者の育成を行い、経

営意欲の向上を図った。

区 分 件数
面 積（㎡）

田 畑 計

農 地 法 第 ３ 条 ４ ０ １，６８１ １，６８１

上記のうち貸借・使用貸借 １ ０ ７３７ ７３７

農地法第４・５条（転用許可） ２２ ０ １０，１７５ １０，１７５

農業経営基盤強化促進事業 ０ ０ ０ ０

加入者 受給者

０人 ４６人

水稲作付者 水稲目標面積 水稲作付面積 水稲生産配分数量 生産確定数量

２５人 ７．０ha ２．８ha ２９．９㌧ １３．８㌧

区 分 件 数 変 更 面 積

農振農用地区域 除外地 ８件 ３，３７１㎡

〃 編入地 ０件 ０㎡

事 業 名 事 業 内 容 事 業 費

農 業 振 興 対 策 事 業

椎茸振興費補助 ちちぶ農協長瀞支店 ２０７，０００円

土壌病害虫防除費補助 ちちぶ農協長瀞支店 ６２，０００円

養蚕種苗費補助 ちちぶ農協長瀞支店 ４０，０００円

５組合運営費補助 ちちぶ農協長瀞支店 ９５，０００円

観 光 農 業 振 興 対 策 事 業 機械器具整備事業 １人 ２００，０００円

農業近代化施設資金借入利子補給金 農業近代化施設資金借入金利子補給 １人 １２，８５２円
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３．緑の村管理運営事業

（１）緑の村施設が快適に利用できるように、管理（除草・花木手入れ）を行った。

（２）緑の村施設の利用率向上と地域産業の振興を図るため、長瀞町花の里づくり実行委員会を組織してハ

ナビシソウの栽培管理、アジサイの植え付け及び除草などを行い、面積３０，０００㎡の花の里を各種

団体や地域住民のボランティア活動によって整備と管理運営した。

なお、事業費のうち１，０００，０００円を補助金として交付した。

（３）緊急雇用創出事業を活用し、花の里の除草、耕運などの作業を長瀞町シルバー人材センターに委託

（２，３１９，７０２円）して実施した。

４．畜産振興事業

家畜保健衛生所が中心となって実施した高病原性鳥インフルエンザ対策事業、口蹄疫対策事業、豚コレ

ラ野外ウイルス（野生イノシシ）の調査に協力した。

また、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律に基づく指導事業を行った。

５．林業振興事業

国内産木材の需要低下、材価の低迷、林業労働者の高齢化等による労働力の減少のため適切な保育作業

ができず、年々荒廃山林が増加している。これらの状況下において、森林資源を確保し優良材生産のため、

造林・間伐事業を推進すると伴に、生産基盤である林道管理を行った。

（１）松くい虫対策

松くい虫防除及び予防対策事業等を行い、景勝地『長瀞』の景観の維持に努めた。

事 業 名 事 業 内 容 事 業 費

優れた農業経営体支援対策事業

長瀞町担い手育成総合支援協議会を設立し、

町の農業経営基盤の強化の促進に関する基

本構想に基づき、認定農業者の掘り起こしを

行い、７名を認定した。

０円

山村都市交流事業

商工会主催のふれあいフェスタ長瀞と上長

瀞区開催の夏祭りの主旨に賛同し、山村都市

交流推進委員会の補助事業を利用し実施し

た。また、観光協会主催の紅葉のライトアッ

プ会場内にて、みそ焼きの無料配布を実施

し、都市住民の農山村に対する理解を深める

と共に町のPRを行った。

負担金として100,000円
(山村都市交流推進委
員会へ)

事 業 名 事 業 内 容 事 業 費

美しい森づくり事業（被

害木伐採駆除）業務委託

防除５．４㎥（松５本）

大字長瀞地内（権田山・野土山）
６７，０００円

美しい森づくり事業（予

防薬剤樹幹注入事業）業

務委託

予防薬剤注入：松５９本（アンプル３０３本）

大字長瀞地内（養浩亭周辺）
８２５，０００円
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（２）林道

６．宝登山「四季の丘」公園整備事業

長瀞町のシンボルでもある宝登山の県造林伐採跡地の森林保全と、植栽を通した地域交流を目的として、

企業・埼玉県・町の３者による「森林づくり協定」を締結し、企業の森林づくり事業を実施した。

また、山頂部の伐採跡地には、埼玉県緊急雇用創出事業を活用し、ロウバイ苗木約５００本、広葉樹約

５０本を植栽した。ロウバイ苗木５００本の内約１００本は、平成２３年度長瀞中学卒業生により植栽が

行われた。

・平成２３年度協定締結企業団体数 ０件

・平成２３年度末植栽済企業団体数 ９件

７．有害鳥獣対策事業

農作物をあらす鳥獣から守るため、長瀞狩猟クラブにお願いし、有害鳥獣の捕獲を行った。

・出動日数：約１００日

・出動人員：約９００人

・捕 獲 数：シカ６頭、イノシシ２２頭、アナグマ５頭、ハクビシン１頭、タヌキ２頭、アライグマ３頭、

カラス０羽

８．有害鳥獣捕獲事業従事者補助事業

有害鳥獣による農林作物等の被害防止を推進するため、町が実施する有害鳥獣捕獲事

業の従事者に対し、狩猟者登録等に必要な経費について補助を行った。

・有害鳥獣捕獲事業従事者補助金 交付者数 １１名 補助額 １４０，０００円

事 業 名 事 業 内 容 事 業 費

林 道 管 理 事 業

石積修繕（林道葉原線・井戸地内）Ａ＝４．５㎡ １４９，１００円

林道葉原線（井戸地内）改良工事Ａ＝１１１．８㎡ ９３６，６００円

林道榎峠線（野上下郷地内）修繕工事

Ａ＝２１０．０㎡
１，２２８，５００円

林道谷津線（岩田地内）修繕工事Ｌ＝８００．０ｍ ４７２，５００円

土砂撤去（林道葉原線・井戸地内）１式 ４８，３００円

林道本山根線（長瀞地内）土砂撤去Ａ＝４８．０㎡ ９７，６５０円

地域行政区にお願いし、榎峠線並びに葉原線（葉原

支線：含み）の除草清掃活動を実施している
６０，０００円
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第 ９ 商工部門における主要施策

１．商工業の振興

商工業の振興に資するため、商工業者の経営改善等の指導事業、各種融資制度による融資の取り扱い、

研修事業、福祉事業等の活動を行う長瀞町商工会に対し５，０００，０００円を助成した。また、消費生

活の改善・向上を図るため、長瀞町くらしの会の事業運営に対して助成するとともに消費生活相談業務を

秩父市へ委託した。

（１）中小企業経営対策資金利子補給関係

町内の中小企業の経営安定を図るため、国民生活金融公庫から経営改善、安定資金等を借り入れた中

小企業者に対し利子補給を行った。

・利子補給金の内訳

２．観光の振興

（１）花いっぱい推進事業

花いっぱい推進運動の一環として、地域景観を花とみどりで美しく保ち、快適な生活空間を演出する

とともに、花を生かした美しい観光地づくりを推進するため、次の事業を実施した。

①花の植栽事業

地域住民の花いっぱい推進運動に対する意識の高揚と啓蒙を図るため、ライン下りの船を利用した花

壇や公共施設・駅周辺等へ花の植栽を年２回（前期／マリーゴールド・サルビア・ベゴニア・インパチ

ェンス、後期／パンジー）実施した。

②花の応援事業

住民活動としての花いっぱい運動を奨励するため、運動協力者からの申請（４件）に基づき、花や植

栽に必要な資材等の支給を行い、花いっぱい推進団体の育成に努めた。

（２）インフォメーション事業

長瀞観光の広報宣伝を図るため、次の事業を実施した。

①誘客対策として

彩の国秩父観光協議会と協力して秩父地域の観光パンフレットを増刷した。

観光のＰＲとして、埼玉県観光課や彩の国秩父観光協議会で実施した観光キャンペーンや秩父鉄道主

催の観光キャンペーン等に参加した。

資金使途 件 数 利子補給額（円）

運 転 ７１ １，４６７，７９６

設 備 ３３ １，３０２，２９３

運転設備併用 ９ ４２２，３６０

合 計 １１３ ３，１９２，４４９
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②迎客対策として

一般社団法人長瀞町観光協会に観光情報館（長瀞駅前）の指定管理業務を行わせ、観光案内を実施す

ると共に、各種観光パンフレット及び観光ポスターを作製配布し、観光客の誘客を図った。また、長瀞

駅前モニュメントを活用し観光情報の提供を行った。

③テレビ埼玉情報番組提供事業

テレビ埼玉情報番組協議会と協力して、「ごごたま ちちぶなう。」を放映した。

（３）魅力ある観光地づくり推進事業

①緊急雇用創出事業を活用し、次の事業を一般社団法人長瀞町観光協会に委託して実施した。

・魅力ある観光地整備事業（事業費：１４，１６９，８４３円）

権田山の環境整備を行うとともに、長瀞に新たな観光スポットを作るため、野土山にヤマユリの

球根３，０００個を植栽し、宝登山山麓の「通り抜けの桜」に新たにヤエザクラ４０本を植樹した。

・長瀞町ハイキングコース整備事業（事業費：８，２９８，６０６円）

ハイキング客の利便性を向上させるため、ハイキングコースの環境整備と新たに道標の設置を行

った。

②観光客が安全で快適に観光が楽しめるよう、次の観光基盤の整備を実施した。

（４）花木の維持管理

花の名所である桜並木、通り抜けの桜、野土山の桜等の管理業務を一般社団法人長瀞町観光協会に委

託（１，０００，０００円）して実施した。

（５）観光施設管理事業

長瀞町を訪れる観光客が快適な観光を楽しめるよう、公衆トイレ（８箇所）の清掃業務を一般社団法

人長瀞町観光協会に委託（２，２４０，０００円）して実施した。

（６）長瀞八景管理事業

仲山城跡の美化業務を小坂花の会にお願いし、休憩所周辺と榎峠付近の除草と美化清掃を実施した。

（７）観光団体等の育成、観光イベントへの助成

長瀞町の観光振興を推進するため、一般社団法人長瀞町観光協会の事業運営に対して助成するととも

に、長瀞船玉まつり実行委員会のまつり運営に対して助成を行った。

・一般社団法人長瀞町観光協会補助金 １，８００，０００円

・長瀞町観光協会法人円滑化事業補助金 ５，０００，０００円

事 業 名 事 業 内 容 事 業 費

宝登山並木参道公衆トイレ改修工事
既設の宝登山並木参道公衆

トイレの改修
９，９９８，１００円

観光案内看板改修工事
宝登山神社境内入口と上長瀞駅前の

２箇所の観光案内看板の改修
８２０，０５０円
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・長瀞船玉まつり実行委員会補助金 ２，１３０，０００円

（８）観光団体等事業への参加

埼玉県及び秩父地域の観光振興を図るため、埼玉県物産観光協会、彩の国秩父地域観光協議会、埼玉

県外国人観光客誘致推進協議会の事業に参加した。

（９）長瀞観光振興支援事業

ふるさと雇用再生事業を活用して事務職員を採用し、業務運営を円滑に行うための事業を一般社団法

人長瀞町観光協会に委託（１９，０９９，５０８円）して実施した。
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第１０ 土木部門における主要施策

１．道路橋梁総務事業

（１）道路照明灯の維持管理

既設の道路照明灯（１３９基）の維持管理を行った。

（２）道路占用許可事務

町道に一定の工作物、物件等を設け、継続して使用しようとする道路占用の申請が新規３０件、更新

５５件あり、その許可事務を行った。

（３）公共物使用許可事務

認定外道路・水路に一定の工作物、物件等を設け、継続して使用しようとする公共物使用の申請が新

規３件、更新１０件あり、その許可事務を行った。

（４）道路台帳作成事業

道路改良工事等により道路状況（形態）が変わり、既成道路台帳の管理用図面、調書等を新しい内容

に修正する必要があるため、補正業務を委託した。

（５）境界確認業務

境界確認申請に基づき、町道・認定外道路及び水路の官地と民地の境界確認作業を１７件行った。

（６）道路工事施工承認事務

道路管理者以外の者が町道に関する工事を行う道路工事施工承認申請が８件あり、その承認事務を行

った。

２．道路維持事業

道路のもつ機能、美観、環境衛生、交通災害の予防、道路の保全等常時良好な状態を保つため維持修繕

（補修工事、原材料支給等）及び交通安全施設整備事業を行った。

主な事業は、次のとおりである。

（１）道路維持事業

事 業 名 事 業 内 容 事 業 費（千円）

道 路 維 持 （ 修 繕 ） 井戸５４号線 他１３箇所 ２，１０３

道路維持（手数料） 本中５３号線 他１２箇所 ７８１

道路維持（委託料） 本中５３号線排水管路調査業務 ３６８

道 路 維 持 補 修 工 事 本中７号線 他４箇所 ２，６４８

草 刈 業 務 委 託 幹線５号線 他６箇所 ８７７

原 材 料 支 給 延べ１２行政区 １，２０７

町道境界杭再現等委託 ４件 ５９６

地理情報システム更新委託 新規丈量図、境界査定図の更新 ７６２

除 雪 業 務 委 託 町道全域 延べ４回 １，９１１
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（２）交通安全施設整備事業

（３）職員による測量設計及登記事務等

（４）緊急雇用創出事業を活用し、次の事業を実施した。

３．道路新設改良事業

道路整備は、道路のもつ交通機能にあわせて、地域経済や文化、社会活動を支える重要な役割を持って

いる。

整備には、要望、請願をはじめ経済効果、地域の実情を踏まえて測量設計等委託業務、道路改良工事等

を順次進め、これに伴う用地取得及び補償を行った。

（１）測量設計等委託業務

（２）道路改良工事

事 業 名 事 業 内 容 事 業 費（千円）

道 路 反 射 鏡 等 設 置

案内標識 １基 警戒標識 ３基

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 77ｍ 視線誘導標 ７基

区画線 １式

３，１３４

路 線 名 種 別 内 容 地 区 名

本 中 ７ 号 線 設計 維持工事に伴う設計 本 野 上

長瀞３２号線未登記処理 登記事務 相続・所有権移転登記 ３筆(1/3権利) 長 瀞

事 業 名 事 業 内 容 事 業 費（千円）

道路愛護保全管理事業
道路の草刈、側溝清掃、補修作業、その

他道路管理のための軽作業
３，６６０

路 線 名 内 容 事業費(千円) 地 区 名

本 中 １ ４ ２ 号 線 道路概略設計 ５２６ 中 野 上

幹 線 ２ 号 線 路線用地測量道路設計物件調査積算 ３，３０１ 長 瀞

幹 線 ８ 号 線 路線用地測量道路設計 １０，０１６ 野上下郷

矢那瀬6・12・14・44号線 路線用地測量道路設計 １２，６４５ 矢 那 瀬

幹線５号本中５３号線 道路排水施設設計 ２，０３７ 本 野 上

路 線 名 事 業 内 容 事業費（千円） 地 区 名

本 中 ８ ７ 号 線 Ｌ＝１６２ｍ Ｗ＝４．０ｍ～４．５ｍ ８，８６４ 本・中野上

本中８７号線（事故繰越分） Ｌ＝６８ｍ 流末排水路 ９０１ 中 野 上

野 上 下 郷 ５ １ 号 線 Ｌ＝１０７ｍ Ｗ＝４．５ｍ～６．４５ｍ １０，６９８ 野上下郷

野上下郷５１号線（事故繰越分） Ｌ＝５０ｍ Ｗ＝４．５ｍ～６．４５ｍ ４，６１４ 野上下郷

本 中 ９ ３ 号 線 Ｌ＝１１７ｍ Ｗ＝４．０ｍ ３，６５１ 中 野 上

本 中 １ ８ 号 線 Ｌ＝３７ｍ Ｗ＝４．０ｍ ７，６０２ 本 野 上

風布２・３号線（舗装） Ｌ＝２９６ｍ Ｗ＝５．０ｍ ６，３８４ 風 布

風布２・３号線（改築その１） Ｌ＝２１０ｍ Ｗ＝５．０ｍ ２６，５２７ 風 布

風布２・３号線（改築その２） Ｌ＝２１３ｍ Ｗ＝５．０ｍ ９，４３６ 風 布
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（３）用地購入費及び補償費

（４）職員による測量設計及び境界杭の再現作業・登記事務

４．河川総務事業

水害から地域住民の生活や生命財産を守るため、水路の維持管理を行った。

（１）河川維持管理

（２）河川改修工事

（３）職員による測量設計及び境界杭の再現作業・登記事務

（４）急傾斜地崩落対策事業

埼玉県が実施する急傾斜地崩落対策事業に伴い、事業費の一部を負担した。

５．道路後退部分整備事業

接道規定による道路後退部分を町の道路敷きとして定着させるため、買取りを実施した。また、登記事

務を職員でも実施した。

６．建築確認申請等進達事務

建築基準法第６条による確認の申請等、１０件の受付事務を行った。

路 線 名 用地購入費（千円） 補償費（千円） 地 区 名 備 考

本 中 ８ ７ 号 線 １，０２０ ２，５７１ 本・中野上

野上下郷５１号線 － １，０３９ 野 上 下 郷 電柱

幹 線 ２ 号 線 ４０，９８９ １，０５９ 長 瀞

路 線 名 種 別 内 容 地 区 名

本 中 ８ ７ 号 線 道路改良 登記事務 ４権利者 ４筆 本・中野上

野上下郷５１号線 道路改良 登記事務 １権利者 ２筆(上下水道組合) 野上下郷

幹 線 ２ 号 線 道路改良 登記事務 ２権利者 １１筆 長 瀞

事 業 名 事 業 内 容 事業費（千円） 地 区 名

河川総務（修繕費） 八寺沢水路修繕ほか１件 ８６ 矢 那 瀬

河川総務（手数料） 根岸沢土砂撤去作業ほか１件 １６１ 長瀞・矢那瀬

河川総務（水路補修工事） 水路補修工事 ２箇所 ９６６ 井戸・岩田

路 線 名 事 業 内 容 事業費（千円） 地 区 名

馬 内 沢 支 流 水路整備 Ｌ＝４２ｍ ２，６２９ 長 瀞

路 線 名 種 別 内 容 地 区 名

水 路 敷 き （ 井 戸 ） 水路補修 測量設計Ｌ＝２２ｍ 井 戸

水 路 敷 き （ 岩 田 ） 水路補修 測量設計Ｌ＝１７ｍ 岩 田

事 業 内 容 事業費（千円）

後退用地購入 ５件 ３０４

用地測量等委託 ５件 ９９１

登記事務（職員） ５件 ―

原材料支給 ０件 ―
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７．若者定住促進対策事業

定住人口の増加と町の活性化を図ることを目的に、適正な価格の宅地を提供するため、町営蔵宮団地跡

地２区画分の不動産鑑定評価の時点修正を行った。

８．住宅管理事業

住宅に困窮している低所得者に安い家賃で賃貸し、生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的

に、下記４団地、８７戸の管理運営を行った。

なお、町営住宅の維持管理のため、修繕を行った。

名 称 実 施 内 容 事業費（千円）

土地鑑定評価時点修正委託 町営蔵宮団地跡地２区画 ４２

団地名 建設年度 戸数 間取り

蔵 宮 団 地 昭 和 ３ ５ 年 度 ２ ２ Ｋ

根 岸 団 地 昭 和 ４ ５ 年 度 ５ ２ Ｋ

塚 越 団 地

昭 和 ５ ４ 年 度

昭 和 ５ ５ 年 度

昭 和 ５ ６ 年 度

昭 和 ５ ７ 年 度

昭 和 ５ ８ 年 度

昭 和 ５ ９ 年 度

１２

１０

１０

８

８

２

３ Ｄ Ｋ

３ Ｄ Ｋ

３ Ｄ Ｋ

３ Ｄ Ｋ

３ Ｄ Ｋ

３ Ｄ Ｋ

袋 団 地
平 成 ３ 年 度

平 成 ５ 年 度

８

２２

２ Ｌ Ｄ Ｋ

２ Ｌ Ｄ Ｋ

修 繕 名 修 繕 内 容 修繕費（千円）

町 営 住 宅 修 繕

空家４戸 給排水修繕５戸 給湯器交換４戸

床張替え５戸 他

塚越団地内街路灯交換修繕３件

塚越団地浄化槽機器交換修繕４件

塚越団地圧力タンク修繕１件

袋団地集会所修繕２件 他

３，８７４
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第１１ 消防部門における主要施策

１．常備消防事業

秩父広域市町村圏組合消防負担金として１億３，０４５万７千円の負担をした。

２．非常備消防事業

長瀞町消防団に対する交付金、備品整備などを行い消防団員の処遇改善に努めた。

３．消防施設整備事業

老朽化した防火水槽の表面部分の改修工事を行った。

４．防災対策事業

衛星通信端末装置のテレビ、レコーダなどを地上デジタル化に対応するため更新した。

種 別 金 額 内 容

交 付 金 ７００，０００円 運営費として交付

備 品 購 入 １９２，５１７円 バッテリー、噴霧ノズル

事業内容 事業費

防火水槽改修工事（大字本野上地内） ２５３，０００円

事業内容 事業費

衛星通信端末装置「テレビ・レコーダ等」 １式 ８０，０００円
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第１２ 教育部門における主要施策

長瀞町教育委員会は、教育基本法の精神に則り、長瀞町町民憲章の意を体して人間尊重の理念を踏まえ、

生涯にわたる教育の機会均等を図り、町民の要請にこたえる教育行政の推進に努めた。

このため、「心豊かな人をはぐくむまちづくり」を目標に次の施策を決定しました。

１ 確かな学力と自立する力の育成

２ 豊かな心と健やかな体の育成

３ 特色ある学校づくりの推進

４ 家庭・地域の教育力の向上

５ 生涯学習とスポーツの振興

６ 伝統と文化を尊重する教育の推進

１． 教育委員会事業

（１） 教育委員会事業

◎教育委員会開催

・開催回数 １１回

・議決件数 １６件

・規則等の制定改廃 ２件

２． 教育委員会事務局事業

（１）「ながとろ教育・第３２号」の発行を行った。（Ａ４版、３０ページ、２００部）

（２） 就学支援委員会事業

◎児童・生徒に適した就学先を判定するために協議を行い、教育長に答申した。

・就学支援委員会 年２回開催

（３） 教育相談事業

◎教育相談を毎月第３木曜日に実施した。（教育委員会でも随時に受付）

（４）幼稚園・保育園・学校連絡協議会

◎幼稚園及び保育園・学校との連絡を密にし、教育の効率化を図った。

・協議会 １回

・幼稚園・小学校訪問 各１回

・児童・指導情報交換会 ２回

（５） 入学準備金・育英奨学金貸与事業

◎入学準備金の調達が困難な者に対し、入学準備金を貸与した。

・入学準備金 私立大学生 １人

◎経済的な理由で就学が困難な者に対し、育英奨学資金を貸与した。

・育英資金 私立大学生 ２人 専修学校生 １人
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（６）要保護・準要保護児童生徒援助費補助事業

◎就学困難の要保護・準要保護児童生徒に対し援助費を給与した。

要保護については国庫補助があるが、準要保護は交付税算定に組み入れられることとなった。

・要 保 護 ４世帯８人 ・準 要 保 護 １７世帯２４人

（７）幼稚園就園奨励費補助事業

◎幼稚園就園児の父母に対し国庫補助を受け国庫補助の基準に準じて奨励費補助を行った。

・補助件数 ７６件

（８）修学旅行（小・中）補助事業

◎小・中学校児童・生徒の保護者に対し、修学旅行費の補助を行った。

（小学生：箱根・鎌倉１泊２日 ２，０００円 ・中学生：関西方面２泊３日 ４，０００円）

小学生 ６８人 ・中学生 ８５人

（９）英語講師派遣事業

◎中学校の英語教育において、外国人青年による語学指導を行い、生きた英語に接することで外国語に

対する関心を高め、学習意欲の高揚と学力の向上を図った。

（１０）国際理解教育事業

◎児童が英語に慣れ親しみ異文化への理解を深めるため、小学校（２校）で外国人講師による国際理解

教育を実施した。

◎町内の私立幼稚園・保育園（４園）に対し、国際理解教育を実施するための費用の一部を補助金とし

て交付した。

・長瀞幼稚園 １３０，０００円 ・高砂保育園 １３０，０００円

・かやの木幼稚園 １３０，０００円 ・たけのこ保育園 １３０，０００円

（１１）福祉、教委、学校等連絡調整会議

◎「地域で生きる子どもたちを地域で支える」ことを目的に、学校・地域・各行政機関が問題事例

を検討し改善に向けての解決策を話し合った。

（１２）特別支援教育学校支援員配置事業

◎通常学級における、特別に配慮が必要な児童一人ひとりの状況に応じた、学校生活への適応指導と学

習支援を行うため、長瀞第一小学校に２名の支援員を配置した。

（１３）学習・生活補助員配置事業

◎通常学級における、発達障害も含めた特別に配慮が必要な児童に対し補助員を配置し、児童・生徒一

人ひとりの個に応じた支援を行うため、長瀞第一小学校に２名、長瀞第二小学校に１名、長瀞中学校

に１名の補助員を配置した。

３．小・中学校管理事業

魅力ある学校づくりの推進・豊かな心を育てる教育の推進を重点施策とし、次の事業を実施した。
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（１）学校経営の充実

◎各小･中学校を訪問し、学校経営の充実を図った。

◎定例校長会（毎月１回）をとおし、各校の教育計画の実現と当面する課題解決に努めた。

◎定例教頭会（年３回）を開催し、当面する教育上の課題について、その対応や改善策について協議し、

学校運営の充実と教頭としての資質の向上を図った。

（２）学習指導の充実

◎長瀞第一小学校・長瀞中学校に加配教員を配置し、算数・数学科における少人数指導を実施し、個に

応じた指導の充実を図った。

◎学校訪問や校長会議等を通じて、「確かな学力」の育成をめざして、授業の改善に努めるとともに、各

学校の教育指導計画については、生きる力をはぐくむ指導と評価の計画の改善を進めるよう指導助言

した。

◎教育に関する３つの達成目標の推進

生きる力をはぐくむ教育を一層推進するために、「学力」「規律ある態度」「体力」それぞれの達成目標

に向けて、各学校ともに組織的・計画的に取り組んだ。平成２４年1月には達成目標の取組に係る効

果の検証を実施し、その結果から課題を明確にし、家庭との連携を図りながら、指導方法の工夫改善

に努めた。教育に関する３つの達成目標推進連絡協議会を開催し、年２回各校の実践報告と小中の連

携のあり方について協議を行った。３月には長瀞町小・中学校としての効果の検証結果をまとめた報

告書「長瀞町児童生徒の学力等の状況」を作成した。

（３）教職員の資質の向上

◎要請訪問において、研究授業及び研究協議の指導者として指導主事を派遣し、教職員の授業における

指導力向上に努めた。

◎小・中学校のすべての教職員を対象とした合同研修会を開催し、学校教育における様々な課題への対

応について資質の向上を図った。（人権教育研修会・道徳教育研修会・特別支援教育研修会）

◎小・中学校に本年度新たに転入した教職員を対象とした現地研修会を開催した。長瀞町の自然や歴史、

文化等に関する研修を行い、児童生徒を育む郷土に対する理解を一層深めるよう努めた。

◎教員の資質・能力の向上とコミュニケーションの円滑化を図るため、主として若手教員を対象にした教

師向上チャレンジ研修会を開催した。

◎小・中学校の円滑な接続を通し、義務教育９年間で一定の力を身に付けるための共通の方針「長瀞町小・

中学校『４つの指導指針』」を策定した。

（４）生徒の指導の充実と家庭・地域との連携

◎いじめ、不登校等の問題の早期発見、早期解決のための生徒指導・教育相談体制の充実に努めた。

◎各小・中学校とさわやか相談員、スクールカウンセラー等との効果的な連携により、迅速で組織的な

対応に努めた。

◎小中生徒指導主任等連絡協議会を開催し、小中学校間の連携を一層推進した。

◎学校応援団の様々な人材を学校教育に活用し、小学校における教育活動の充実を図った。

◎家庭の教育力向上を目的に「確かな学力をはぐくむ家庭教育」の啓発に努めた。

◎中学校社会体験チャレンジ事業

中学生に地域社会の中で職場体験やボランティア経験をとおして、みずみずしい感性や社会性、自立
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心を養い、たくましく豊かに生きる力の育成を図った。

◎中学校「ふれあい講演会」事業（県委託事業）

人生経験豊かな地域で活躍している方の経験をお話しいただき、生徒自らの生き方の指針とし、進路

指導の充実を図った。（H24.1.31実施、講師：戦場カメラマン、国際ジャーナリスト・渡部陽一氏）

（５）体力向上・健康教育の充実

◎体力向上推進委員会を年２回実施し、児童・生徒の体力向上の推進に努めた。

（６）学校事故防止

◎安全点検日の設定や避難訓練等をとおし、事故防止の徹底が図られるよう努めた。

◎登下校時に指導を実施し、交通安全の徹底を図った。

◎学校防犯パトロール事業

今なお、社会では児童生徒が巻き込まれる事件・事故が多発していることから、この事態を未然に防

ぐため、学校を中心としたパトロ－ル活動を実施した。

◎地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業

地域社会全体で学校安全に取り組む体制を整備し、安全で安心できる学校が確立されるよう、埼玉県

より委嘱されたスクールガード・リーダー（２名）を配置した。

◎学校内防犯対策事業

第一小学校児童昇降口隣接事務室で、来校者の受付、不審者の監視、校内の見回り等を行ない児童の安

全を確保するため２名を配置した。

（７）施設整備状況

◎小・中学校施設整備事業 （単位：円）

事 業 名 事 業 内 容 事 業 費

第一小学校

・池廻り鉄柵鉄柱撤去修繕 池廻り鉄柵鉄柱撤去修繕 ２１０，０００

・砂場枠修繕 砂場枠修繕 １９５，３００

・西側門扉修繕 西側門扉修繕 １７８，５００

・校庭フェンス張替え補修工事
フェンス張替え Ｌ＝８６．５ｍ

Ｈ＝１．５ｍ
９１３，５００

・西側フェンス張替え補修工事
フェンス張替え Ｌ＝８８．０ｍ

Ｈ＝１．５ｍ～３．０ｍ
５７７，５００

・屋内運動場耐震補強及び大規模改

修工事監理業務委託
工事監理 ２，６０４，０００

・屋内運動場耐震補強及び大規模改

修工事

耐震補強（ブレス）大規模（外装・内装・

給排水）
５２，８４６，５００

・空調設備設置工事監理業務委託 工事監理 ８６１，０００

・空調設備設置工事 空調２４台、変電所 １．０基 ２６，３９５，９５０

・シーソー交換補修工事 シーソー ２．０基 ７２０，３００

・校舎床補修工事 床シート ４６２．０㎡ ２，５１２，６５０

・校舎階段補修工事 階段すべり止め １６０．４ｍ ４６３，０５０

・屋内運動場ライン補修工事 バスケットコート １面 １８９，０００

・校舎大規模（トイレ）改修工事

設計業務委託
工事設計 １，５７５，０００
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４．社会教育総務事業

長瀞町教育行政重点目標を受け、次の重点施策を社会教育の努力目標とし、各種事業の推進に努めた。

１）充実した人生を築く生涯学習の推進

２）健康の増進とスポーツ・レクリエーションの推進

３）基本的人権の尊重に徹する教育の推進

４）文化の振興と文化財の保護と活用の推進

上記の努力目標実現のため、次の事業を実施した。

（１）充実した人生を築く生涯学習の推進

① 生涯学習時代に入り、住民と行政が一体となり生涯学習の推進の指針となる、『はつらつ長瀞生涯学

習推進プラン』に基づき、生涯学習推進体制の整備を図った。

（単位：千円）

② 社会教育団体補助事業

社会教育の推進母体となる団体への事業費の補助を行い、生涯学習の推進を図った。

・長瀞町文化団体連合会 ２６０，０００円

（２）健康増進と生涯スポーツ

明るく、豊かで活力に満ちた生活を実現するため、あらゆる機会を通して、自ら進んでスポーツ・レ

クリエーション活動に参加できるよう、生涯スポーツの振興を図るため、次の事業を実施した。

第二小学校

・丸太遊具修繕 丸太遊具Ｈ＝0.6ｍ～1.1ｍ ３０基 １５７，５００

・物置・石油庫外壁修繕 外壁修繕 １５１，２００

・校庭フェンス修繕 フェンス修繕 Ｌ＝６．０ｍＨ＝３．０ｍ １９５，３００

・体育館下雨水対策整備工事
コンクリート舗装・排水溝 Ｓ＝５４０．

０㎡
３，１４０，５５０

・校舎耐震補強及び大規模改修工事

監理業務委託
工事監理 ４，３８９，０００

・校舎耐震補強及び大規模改修工事 耐震補強・大規模（外装・内装・給排水） １２５，８５０，０００

・太陽光発電設備工事 １５ＫＷ １０，１０３，４００

中学校

・給食搬入口土間修繕 土間修繕 １３６，５００

・剣道場天窓補修工事 窓開閉器具 ６．０箇所 ５６７，０００

・体育館舞台吊物機具補修工事 舞台装置 ２．０組 ９７６，５００

・空調設備設置工事監理業務委託 工事監理 ４６２，０００

・空調設備設置工事 空調 ９台 ５，７６４，５００

・コンピュータ整備事業 教師用 15台 5年リース １，９０８，９００

・体育館ガラス飛散防止フィルム

補修工事
飛散防止フィルム Ｓ＝１３０．０㎡ ６６１，５００

事 業 名 月 回数 対 象 参加者 事業費 備考

成 人 式 １ １ 成人者 ７８ ５６０

家 庭 教 育 学 級 ５～３ 年間 一般・中学生 ２６６ １３７

町 民 ギ ャ ラ リ ー ４～３ 年間 各種団体 １７団体 ０
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（単位：千円）

平成２３年度各種スポーツで優秀な成績、功労のあった町民に贈る、「長瀞町スポーツ賞」として、

優秀選手賞金賞・個人の部６名、団体の部１団体、優秀選手賞銀賞・個人の部４名、団体の部２団体を

表彰した。

①社会体育助成団体に対し補助金交付

・長瀞町体育協会 １，３００，０００円

・長瀞町スポーツ少年団 １８５，０００円

②施設整備状況

◎体育施設整備事業

③体育施設利用状況

④学校開放利用状況

（３）基本的人権の尊重に徹する教育の推進

当町における人権教育の振興を図り、同和問題を柱とした人権問題を早期に解消するため、推進体制の

整備、啓発活動、また、指導者の育成としての指導者研修会を実施し、より明るい地域社会づくりを目指

し、下記の活動を行った。

（単位：千円）

事 業 名 月 回数 対象 参加者 事業費

体 力 テ ス ト ７ １ 町民 １８ ２

ソフトフライングディスク教室 ８ １ 町民 ５２ ０

フ ァ ミ リ ー ス キ ー 教 室 ２ １ 町民 ３４ １２４

事 業 名 事 業 内 容 事 業 費

総合グラウンド防球ネット設置工事 ネット設置 L＝96m、S=240㎡ ２，４１５，０００円

総合グラウンド１・３塁ﾍﾞﾝﾁ屋根修繕 T0.6＊w600＊L3800 ３９１，３１８円

総合グラウンド駐車場造成工事 ５５０㎡(掘削・盛土・整地) ２９９，２５０円

施 設 名 グラウンド テニスコート 計 使 用 料

総 合 グ ラ ウ ン ド ７，３２９人 ４３７人 ７，７６６人 ９７，１５０円

塚 越 グ ラ ウ ン ド ２，１４４人 － ２，１４４人 １０，５００円

屋 外 照 明 ３，３１８人 １５９人 ３，４７７人 ７１，８００円

学 校 名 グラウンド（日中） 体育館 剣道場 柔道場 使 用 料

中 学 校 ２０６人 １，９４１人 １，１６０人 ０人 ４４，４００円

第 二 小 学 校 ３，６２７人 ５７６人 － － ２，８００円

第 一 小 学 校 １，２６４人 ３，３４２人 － － ４，２００円

事 業 名 期 間 回数 対 象 参 加 者 事 業 費

指 導 者 研 修 会 ７月 １ 人推協委員･町職員 ５１人 ０

夏 休 み 映 画 会 ８月 ２ 小中学生･父母 ４５人 ０

冬 休 み 映 画 会 １２月 ２ 小中学生･父母 ２０人 ０

人 権 標 語 及 び 作 文 集 作 成 配 付 １月 １ 全 世 帯 ２，８００部 １５０

人権教育啓発用品配付 １２月 １ 小 中 学 生 ６４５人 ５８

人 権 フ ォ ー ラ ム ３月 １ 町 民 ３２人 ０
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◎人権教育関係団体に対し補助金を交付した。

・長瀞町人権教育推進協議会 ７０，０００円

（４）青少年健全育成事業

次代を担う青少年の健全育成及び非行防止を図るため、青少年健全育成長瀞町民会議を中心に、青少

年育成会連絡協議会との連絡を密にしながら、健全育成のための各種事業を実施した。

主な事業として夏休み映画会、夏季、秋季に子供会球技大会、冬季にカルタ大会を実施した。また、

青少年育成推進員による町内巡回パトロールを実施し、青少年の健全育成、非行防止を図った。

◎青少年健全育成関係団体に対し補助金を交付した。

・青少年健全育成長瀞町民会議 ４８，０００円

・長瀞町青少年育成会連絡協議会 ３８０，０００円

（５）文化の振興と文化財の保護

①文化の振興

町民の芸術、文化活動の推進を図るため、文化団体連合会を中心として文化展を実施し、「文芸ながと

ろ」の発行を行った。（Ａ５判、６６ページ、２５０部）

文化展 期 日 １１月３日～５日の３日間 出 品 数 約１，０００点

入場者数 約７００人

②文化財の保護

町内に存在する文化財の内、重要なものについて、その保存活用に必要な措置を行い、町民の文化財

保護の意識の向上を図るため、下記の事業を実施した。

◎旧新井家住宅管理公開事業

・入館者数 ９，１８２人

・入場料 １,６６８，６７０円

◎指定文化財管理事業

・野上下郷石塔婆管理 ３０，０００円

・寛保洪水位磨崖標管理 １０，０００円

◎町指定無形文化財補助金交付団体

・宝登山神社神楽団 ５０，０００円

・岩田神楽団 ５０，０００円

◎文化財防火査察、防火訓練の実施

町内にある貴重な文化財を守るため、秩父消防署長瀞分署職員と巡回査察を実施し、安全管理点検

を行った。また、１月２３日に分署と消防団との共催で、旧新井家住宅において防火訓練を実施した。

◎文化財誌、町史等の頒布

・長瀞ひとり歩き・信仰利生鏡・長瀞町乃板石塔婆・長瀞町史・持田鹿之助日記２～８集

・平成２３年度頒布 ４１，５００円

③埋蔵文化財保存事業

町内に存在する埋蔵文化財保護のため、試掘調査を実施した。

・平成２３年度埋蔵文化財試掘調査件数 ３件

春 休 み 映 画 会 ３月 １ 小中学生･父母 １６人 ０
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５．公民館事業

生涯学習の拠点として町民の学習の場として各種講座、教室を実施した。

（１）講座・教室・事業 （単位：千円）

（２）要覧・広報紙

◎平成２３年度要覧

◎「中央公民館・勤青ホームだより」月刊年１２回

（３）図書の貸出と図書室の利用

◎蔵書 １９，８７２冊 図書貸出数 １，５２２冊 利用者数 ６６６人

（４）子ども図書館

グループポポの会の協力により「クリスマス会」を１２月に実施した。

・延参加者数 １７人

（５）子ども映画会

映画会を８・１２・３月に実施した。

・延参加者数 ８１人

（６）ＣＤの貸出と利用

◎ＣＤ貸出枚数 ６２４枚 利用者数 ２５７人

６．勤労青少年ホーム事業

勤労青少年の福祉増進のため各種事業を実施した。

（１）講座・教室・事業 （単位：千円）

事 業 名 期 間 回数 対 象 者 参加者数 事 業 費

リ ズ ム ア ップ 体操 教室
６月～９月

２月～３月
１０ 町 民 一 般 １１５人 ７０

な が と ろ 少 年 教 室 ７月 ２ 小 学 生 ２６人 １２

公 民 館 子 ど も ク ラ ブ ８月 １ 小 学 生 １６人 ５

暮らしに役立つ書道教室 ９月～１１月 ７ 町 民 一 般 ７８人 ３５

押 し 花 絵 教 室 １０月 ２ 町 民 一 般 ２０人 １０

初 心 者 ヨ ー ガ 教 室 １０月～１月 １０ 町 民 一 般 １２１人 ７０

初 心 者 竹 細 工 教 室 １０月～１１月 ５ 町 民 一 般 ６０人 ３５

手軽にできるお菓子づくり １０月～１１月 ３ 町 民 一 般 ３０人 １５

公 民 館 子 ど も 教 室 １月 １ 小 学 生 ９人 ５

韓 国 料 理 教 室 ２月 １ 町 民 一 般 ２２人 ５

ふ る さ と 散 策 教 室 ３月 １ 町 民 一 般 １３人 ５

公 民 館 ・ ホー ムま つり ３月 １ 町 民 一 般 ３７８人 １５

合 計 ４４ ８８８人 ２８２

事 業 名 期 間 回数 対 象 者 参加者数 事業費

米 粉 を 使 っ た 料 理 教 室 ７月 １ 勤労青少年・町民一般 １９人 ―

押 絵 教 室 １０月～１１月 ５ 勤労青少年・町民一般 ４５人 ２５

陶 芸 教 室 １０月～１１月 ５ 勤労青少年・町民一般 ４７人 ３５
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（２）施設の利用状況

・開館日数 ３４８日

・利用者数 長 瀞 町 中 央 公 民 館 ６，８５８人

長瀞町勤労青少年ホーム １３，７０９人

長瀞町コミュニティセンター ３，６４２人

図 書・Ｃ Ｄ 関 係 ９２３人

そ の 他 ２６５人

合 計 ２５，３９７人

７．公民館施設整備事業 （単位：千円）

８．公民館備品購入

（１）ロビー用のテレビがアナログ放送終了のため、使用できなくなるので買い替えをした。

・購入金額８１千円

（２）体育室放送設備のワイヤレスシステムの受信機が老朽化し使用できなくなったため買い替えをした。

・購入金額１５８千円

（３）会議室用音響設備のカセットデッキが老朽化し、使用できなくなったため買い替えをした。

・購入金額６０千円

９．学校給食管理事業

学校給食法の趣旨に基づき、児童生徒の心身の健全な発達に資し、併せて国民の食生活の改善に寄与す

ることを目的に、町内義務教育課程諸学校３校（小学校２校・中学校１校）に供給した。

（１）内容及び運営面

学校給食の給食内容は、衛生かつ安全であることはもとより、栄養バランスのとれた魅力あるものと

なるよう、その改善に鋭意努力し、児童生徒の嗜好の偏りをなくし、多様な食事内容に親しむことがで

きるような食事の組み合わせ及び調理方法について、工夫を凝らした。

また、給食事業の効率化を図ると共に、施設内の環境保全・殺菌消毒・原材料（物資）の検収及び水

ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ教室 １２月 ５ 勤労青少年・町民一般 ４２人 ３５

ふ る さ と の 味 料 理 教 室 １月～２月 ２ 勤労青少年・町民一般 ３０人 １４

公 民 館 ・ ホ ー ム ま つ り ３月 １ 勤労青少年・町民一般 １６２人 １５

合 計 １９ ３４５人 １２４

事 業 名 事 業 費

消火栓ポンプ取替え工事 ２，１００

体育室用具庫屋根修繕工事 ５８３

受水槽塗替え修繕 ３９７

シャワー室給湯機交換修繕 ３３８

シャワー室カーテン修繕 ４５

屋根コーキング修繕 ４２

消火水槽給水弁修繕 ４０

事務室横女子トイレ暖房便座修繕 ２１

非常照明等修繕 ９８

事務室脇廊下天井修繕 ２６
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洗い・調理機器類管理に対しても万全を期した。そして、職員の衛生管理はもとより、健康管理の徹底

を図り、常に事故防止を喚起し、給食の安全供給に資した。

（２）施設・設備の整備等

調理用機器等について、耐用年数を経過している物が多く、故障する頻度が多くなり、給食事業に支

障をきたすおそれがあるため、機器等の交換・修繕等の事業を実施した。

◎施設整備

◎備品購入

・冷蔵庫用冷凍機 ７５１千円

・ガス回転釜 ６０９千円

・厨房用扇風機 ６２千円

（３）小中学校給食費保護者負担金軽減補助金

平成２３年度から、保護者の負担軽減を目的とし全児童生徒を対象に小学生１，２００円（毎月）、

中学生１，５００円（毎月）の給食費の補助を実施した。

・補助金総額 ８，６４５千円

（４）給食の啓蒙普及活動

学校給食に対する理解・協力を図るため、義務教育課程諸学校児童及びＰＴＡによる試食会等を実施

した。

区 分

供 給 人 員
給食回数

（年）

給食延食数 給食費

（月割）

米飯給食

（週２～３回）

パン給食

（週２～３

回）

めん給食

（週０回）

牛 乳

（２００ｃｃ）児童生徒 職 員 計

第 一 小 学 校 ３０８人 ２５人 ３３３人 １８７回 ６２，２７１食
３，５００円

１１７回 ５３回 １７回 １８７回

第 二 小 学 校 １１８人 １４人 １３２人 １８７回 ２４，６８４食 １１６回 ５４回 １７回 １８７回

中 学 校 ２１５人 ２４人 ２３９人 １８６回 ４４，４５４食
４，２００円

１１６回 ５２回 １８回 １８６回

給食センター ― １１人 １１人 １９２回 ２，１１２食 １１９回 ５４回 １９回 １９２回

計 ６４１人 ７４人 ７１５人 １３３，５２１食 ― ― ― ― ―

事 業 名 事業費（千円）

自動火災報知設備感知器交換 １３２

給湯器熱交換器修繕 ９８

冷凍庫修繕 ９５

プレハブ冷蔵庫扉修繕 ８３

食器洗浄機修繕 ４９

ガス回転釜修繕 ２５

球根皮剥機修繕 ２１

冷凍庫修繕 １４

野菜切機修繕 ８

内 容 人 員

一小１学年ＰＴＡ試食会 ２６人

二小１学年ＰＴＡ試食会 ２６人

二小６学年ＰＴＡ試食会 ２１人

計 ７３人
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（特別会計）

第 １ 国民健康保険特別会計

国民健康保険制度は、相互扶助の精神にのっとり、国民皆保険として地域住民の医療と健康の保持増進に

重要な役割を果たしている制度である。現在、国保を取り巻く諸情勢は加入者の高齢化、疾病の多種多様化、

高度医療の進展等により、医療費は年々増加しており医療費増大への対処のため、医療制度改革等が実施さ

れ、高額療養費の自己負担限度額の一部引き上げや７０歳以上の現役並み所得者の自己負担割合が２割から

３割へ引き上げを行っている。

なお、医療費の窓口負担緩和のため、平成２１年度から７０歳以上の自己負担割合２割のところ１割に引

き下げ、高額療養費の自己負担限度額を据え置きし、出産費の窓口負担緩和のため、出産育児一時金の額を

３８万円から４２万円に引き上げ、高額な窓口負担を原則なくした。

加入者については、前年度末と比較し１２人増となっており、全町民に対する加入率は平成２２年度３１．

３％、２３年度３１．９％と、０．６％の増となっている。

このような状況の中で、本年度の一般被保険者、退職被保険者等に対しての医療給付である保険給付費は、

６億２，１６５万３千円と前年度比８７万円２千円増額（０．１％増）、後期高齢者医療制度を支援するため

の後期高齢者支援金は前年比８．９％増、介護保険第２号被保険者数に基づいて決定される介護給付費納付

金は前年度比１０．１％増となった。また、財政基盤の安定化等を図るための共同事業拠出金については前

年度比１２．０％減となった。一方、歳入の共同事業交付金については、前年度比１４．８％減、療養給付

費交付金は前年度までの医療費の調整額が確定したことにより交付金が大幅に増加し４７５．５％増となっ

た。また、繰入金のうち、財源の不足を補うために一般会計から繰入れる財源化医療費繰入金額は３，５０

０万円（対前年度比１６．４％減）となった。

この結果、歳入決算額は、１０億１，８５６万８千円（対前年度比４．６％増）、歳出決算額は、９億５７

万３千円（対前年度比微増）で、形式収支は１億１，７９９万５千円の黒字となった。
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１．平成２３年度国民健康保険特別会計決算状況

２．平成２３年度国民健康保険税収入状況

◎全体 （単位：千円、％）

国民健康保険税に関するパンフレットやチラシを国民健康保険加入世帯に配布した。

◎普通徴収一般分（医療分） （単位：千円、％）

区 分
決 算 額

千円

構成比率

％

前年度決算額

千円

構成比率

％

増減率 ％

歳

入

保 険 税 １７８，５５７ １７．５ １８３，３２８ １８．８ △２．６

国 庫 支 出 金 ２１６，３６３ ２１．２ ２４０，２１７ ２４．７ △９．９

療養給付費交付金 ６２，１７２ ６．１ １０，８０４ １．１ ４７５．５

前期高齢者交付金 ２６５，１８３ ２６．０ ２２０，５６３ ２２．７ ２０．２

県 支 出 金 ５７，２８９ ５．６ ５５，４４１ ５．７ ３．３

共同事業交付金 ８５，５７７ ８．４ １００，３８８ １０．３ △１４．８

繰 入 金 ７８，８０７ ７．８ ８１，２０９ ８．３ △３．０

繰 越 金 ７２，９４６ ７．２ ７９，６８７ ８．２ △８．５

諸 収 入 等 １，６７４ ０．２ １，７０６ ０．２ △１．９

合 計 １，０１８，５６８ １００．０ ９７３，３４３ １００．０ ４．６

歳

出

総 務 費 ２７，８７７ ３．１ ２９，８７７ ３．３ △６．７

保 険 給 付 費 ６２１，６５３ ６９．０ ６２０，７８１ ６８．９ ０．１

後期高齢者支援金 １１０，６０６ １２．３ １０１，５６１ １１．３ ８．９

前期高齢者納付金 ３２８ ０．１ １７７ ０．１ ８５．３

老人保健拠出金 ７ ０ １，６３１ ０．２ △９９．６

介 護 納 付 金 ４９，０４４ ５．４ ４４，５４８ ４．９ １０．１

共同事業拠出金 ８１，０４９ ９．０ ９２，１３６ １０．２ △１２．０

保 健 事 業 費 ６，４６８ ０．７ ６，３３３ ０．７ ２．１

諸 支 出 金 等 ３，５４１ ０．４ ３，３５４ ０．４ ５．６

合 計 ９００，５７３ １００．０ ９００，３９８ １００．０ ０．０

歳入歳出差引額 １１７，９９５ ― ７２，９４５ ― ―

区 分 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率

医療分現年課税分 １３８，３２９ １３０，２３２ ０ ８，０９７ ９４．１

後期分現年課税分 ２９，２９９ ２７，３６１ ０ １，９３８ ９３．４

介護分現年課税分 １２，７８４ １１，５５３ ０ １，２３１ ９０．４

現年課税分 小計 １８０，４１２ １６９，１４６ ０ １１，２６６ ９３．８

医療分滞納繰越分 ３５，７０７ ７，７５０ ２，７６４ ２５，１９３ ２１．７

後期分滞納繰越分 ３，３９５ ７６５ ０ ２，６３０ ２２．５

介護分滞納繰越分 ４，１１３ ８９６ ２３３ ２，９８４ ２１．８

滞納繰越分 小計 ４３，２１５ ９，４１１ ２，９９７ ３０，８０７ ２１．８

合 計 ２２３，６２７ １７８，５５７ ２，９９７ ４２，０７３ ７９．８

前年度決算額 １８３，３２８千円 収 納 率 ８０．５％

区 分 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率

現 年 課 税 分 １０４，２６２ ９６，４９７ ０ ７，７６５ ９２．６

滞 納 繰 越 分 ３４，３６８ ７，５７３ ２，７６４ ２４，０３１ ２２．０

合 計 １３８，６３０ １０４，０７０ ２，７６４ ３１，７９６ ７５．１
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◎特別徴収一般分（医療分） （単位：千円、％）

◎普通徴収一般分（後期高齢者支援金分） （単位：千円、％）

◎特別徴収一般分（後期高齢者支援金分） （単位：千円、％）

◎普通徴収一般分（介護納付金分） （単位：千円、％）

◎特別徴収一般分（介護納付金分） （単位：千円、％）

◎普通徴収退職分（医療分） （単位：千円、％）

◎特別徴収退職分（医療分） （単位：千円、％）

◎普通徴収退職分（後期支援金分） （単位：千円、％）

区 分 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率

現 年 課 税 分 １９，７９８ １９，７９８ ０ ０ １００．０

合 計 １９，７９８ １９，７９８ ０ ０ １００．０

区 分 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率

現 年 課 税 分 ２２，７０９ ２０，８３５ ０ １，８７４ ９１．７

滞 納 繰 越 分 ３，２７３ ７５０ ０ ２，５２３ ２２．９

合 計 ２５，９８２ ２１，５８５ ０ ４，３９７ ８３．１

区 分 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率

現 年 課 税 分 ３，６３２ ３，６３２ ０ ０ １００．０

合 計 ３，６３２ ３，６３２ ０ ０ １００．０

区 分 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率

現 年 課 税 分 ９，９８９ ８，８２１ ０ １，１６８ ８８．３

滞 納 繰 越 分 ３，８９５ ８６０ ２３３ ２，８０２ ２２．１

合 計 １３，８８４ ９，６８１ ２３３ ３，９７０ ６９．７

区 分 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率

現 年 課 税 分 ０ ０ ０ ０ ―

合 計 ０ ０ ０ ０ ―

区 分 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率

現 年 課 税 分 １４，２６９ １３，９３７ ０ ３３２ ９７．７

滞 納 繰 越 分 １，３３９ １７７ ０ １，１６２ １３．２

合 計 １５，６０８ １４，１１４ ０ １，４９４ ９０．４

区 分 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率

現 年 課 税 分 ０ ０ ０ ０ ―

合 計 ０ ０ ０ ０ ―

区 分 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率

現 年 課 税 分 ２，９５８ ２，８９４ ０ ６４ ９７．８

滞 納 繰 越 分 １２２ １５ ０ １０７ １２．３

合 計 ３，０８０ ２，９０９ ０ １７１ ９４．４
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◎特別徴収退職分（後期支援金分） （単位：千円、％）

◎普通徴収退職分（介護納付金分） （単位：千円、％）

◎特別徴収退職分（介護納付金分） （単位：千円、％）

３．国県支出金収入状況 （単位：千円、％）

区 分 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率

現 年 課 税 分 ０ ０ ０ ０ ―

合 計 ０ ０ ０ ０ ―

区 分 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率

現 年 課 税 分 ２，７９５ ２，７３２ ０ ６３ ９７．７

滞 納 繰 越 分 ２１８ ３６ ０ １８２ １６．５

合 計 ３，０１３ ２，７６８ ０ ２４５ ９１．９

区 分 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収納率

現 年 課 税 分 ０ ０ ０ ０ ―

合 計 ０ ０ ０ ０ ―

区 分 平成２３年度 平成２２年度 増 減 率

国
庫
支
出
金

療 養 給 付 費 等 負 担 金 １５６，２２７ １７０，３００ △８．３

高額医療費共同事業負担金 ３，２６７ ４，３２８ △２４．５

特定健康診査等負担金 ８３８ ９７５ △１４．１

普 通 調 整 交 付 金 ５４，１１０ ５９，８０８ △９．５

特 別 調 整 交 付 金 １，７０１ ４，４９８ △６２．２

高齢者医療制度円滑運営

事 業 費

１４０ １２８ △９．４

出産育児一時金補助金 ８０ １８０ △５５．６

計 ２１６，３６３ ２４０，２１７ △９．９

県

支

出

金

高額医療費共同事業負担金 ３，２６７ ４，３２８ △２４．５

特定健康診査等負担金 ８３８ ９７５ △１４．１

普 通 県 調 整 交 付 金 ４３，０６６ ３３，０９２ ３０．１

特 別 県 調 整 交 付 金 １０，１１８ １７，０４６ △４０．６

そ の 他 ０ ０ －

計 ５７，２８９ ５５，４４１ △３．３

合 計 ２７３，６５２ ２９５，６５８ △７．４
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４．医療費の状況

一般被保険者＋退職被保険者等の医療費の状況 被保険者数の年間平均 ２，５０７人（3-2月平均）

５．被保険者の異動状況 （単位：世帯、人）

６．国民健康保険運営協議会

年２回開催し、法改正や予算に関すること、財政状況等について審議した。

７．保健事業

（１）特定健康診査・特定保健指導

４０歳以上の加入者を対象に、生活習慣病の前段階であるメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候

群）の危険性がある方を早期に発見し、予防と解消を目的とした特定健康診査・特定保健指導を実施し

た。

※ 特定健康診査・・・個別又は、集団受診方式、自己負担１，０００円

区 分
件 数

件

日 数

日

費用額

千円

受診率

％

１件当り

日数

１件当り

費用額円

１人当り

費用額円

療

養

の

給

付

費

等

診

療

費

入 院 ５０６ ７，９４２ ２６３，４３７ ２０．２ １５．７ ５２０，６２６ １０５，０８０

入院外 ２０，００６ ３１，７２０ ２７５，３７２ ７９８．０ １．６ １３，７６４ １０９，８４１

歯 科 ４，４７２ ８，９１３ ４８，８５９ １７８．４ ２．０ １０，９２６ １９，４８９

小 計 ２４，９８４ ４８，５７５ ５８７，６６８ ９９６．６ １．９ ２３，５２２ ２３４，４１１

調 剤 １３，１４３ （１７，２０３枚） １４３，００２ ５２４．３ １．３ １０，８８０ ５７，０４１

食 事 療養 再計（478） 再計（２０，１９６回） １３，６１９ １９．１ ４２．３ ２８，４９１ ５，４３２

訪 問 看護 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

計 ３８，１２７ ４８，５７５ ７４４，２８８ １５２０．８ １．３ １９，５２１ ２９６，８８４

高 額 療 養 費 ９５２ ― ６１，９６４ ― ― ６５，０８８ ―
そ

の

他

の

給

付

助 産 費 ８ ― ３，３３０ ― ― ４１６，２５０ ―

葬 祭 費 ２３ ― １，１５０ ― ― ５０，０００ ―

計 ３１ ― ４，４８０ ― ― ― ―

区 分 平成２３年度末

Ａ

平成２２年度末 増 減
平成２３年度末

住民基本台帳数値

Ｂ

加入率

Ａ／Ｂ

％

世 帯 １，３５２ １，３３５ １７ ２，８７７ ４７．０

被保険者 ２，５０７ ２，４９５ １２ ７，８６２ ３１．９

うち介護第２号被保険者 ９６０ ９７１ △１１ － －

区 分 対象者(人) 受診者(人) 受診率(％)

特定健康診査 １，９０２ ３５８ １８．８

特 定

保 健

指 導

動機付け支援 ６３ ５７ ９０．５

積極的支援 ２６ １３ ５０．０
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（２）生活習慣病予防検診（人間ドック）補助事業

健康保持増進、疾病の予防、早期発見、早期治療の促進のために、検診費の一部を補助した。

＊補助額 満５０歳及び満６０歳に達する者 ２８，０００円

上記以外の者 ２０，０００円

（３）医療費適正化対策及び健康教育の啓発

被保険者の疾病予防及び健康に対する意識の高揚を図り、医療費の抑制、適正化を推進するため、次

のパンフレットを配布した。

・国保のある暮らし

８．退職者医療制度

会社、役所、団体などを退職して年金を受給している方及びその家族を対象として退職者医療制度を実

施した。

９．基金運用状況 （単位：円）

受診者数 補 助 額

１３６人 ２，７５２，０００円

区 分 平成２３年度末 平成２２年度末 増 減

対象世帯
単 独 世 帯 ９２世帯 ８７世帯 ５世帯

混 合 世 帯 ５９世帯 ６４世帯 △５世帯

対象者数

退職者本人 １５９ 人 １５９ 人 ０ 人

被 扶 養 者 ４６ 人 ４８ 人 △２ 人

計 ２０５ 人 ２０７ 人 △２ 人

基 金 名
２ ２ 年 度 末

現 在 高
積立金額 繰入金額

２ ３ 年 度 末

現 在 高
備 考

保険給付費支払基金 17,267,000 50,000 0 17,317,000

国民健康保険高額療養費

支 払 資 金 貸 付 基 金
1,000,000 0 0 1,000,000
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第 2 介護保険特別会計

介護保険は、加齢による疾病等で要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、看護及

び療養上の管理等の医療を要する者に対して、その能力に応じて必要な福祉サービス・保健医療サービスを

提供する制度として、平成１２年４月に施行された。平成１８年度には、軽度者を対象とする新たな予防給

付の開始、要支援・要介護となることの予防や要介護状態等の軽減若しくは悪化防止等を目的とした地域支

援事業の創設、身近な地域でその地域の特性に応じたサービス提供が可能となる地域密着型サービスの創設、

地域包括ケア体制を支える中核機関である地域包括支援センターの創設等、大きな制度改革が実施された。

当町の平成２３年度末における６５歳以上の第１号被保険者数は、前年度末と比較して２３人増（１．０％）

の２，３３２人で、総人口の２９．８％を占め、第１号被保険者のいる世帯数は前年度末と比較して１６世

帯増（１．０％）の１，６２１世帯で、総世帯数の５６．５％を占めた。

また、本年度の歳入決算額は６億３６０万８千円、歳出決算額は５億７，３３８万３千円で、形式収支は

３，０２２万５千円の黒字となった。

１．平成２３年度介護保険特別会計決算状況

区 分
決 算 額

千円

構成比率

％

前年度決算額

千円

構成比率

％

増減率

％

歳

入

保 険 料 １１０，５４９ １８．３ １１０，４０３ １８．９ ０．１

使用料及び手数料 ４ ０．０ １４ ０．０ △７１．４

国 庫 支 出 金 １３３，７０６ ２２．２ １２５，７６８ ２１．５ ６．３

支払基金交付金 １６７，２０６ ２７．７ １５５，４７３ ２６．６ ７．５

県 支 出 金 ８５，８４３ １４．２ ８２，７４６ １４．１ ３．７

財 産 収 入 ４ ０．０ １０６ ０．０ △９６．２

繰 入 金 ８１，８２５ １３．６ ７７，０４１ １３．２ ６．２

繰 越 金 ２４，３０７ ４．０ ３２，９９０ ５．６ △２６．３

諸 収 入 １６４ ０．０ ７６４ ０．１ △７８．５

合 計 ６０３，６０８ １００．０ ５８５，３０５ １００．０ ３．１

歳

出

総 務 費 １３，１８３ ２．３ １０，４３９ １．８ ２６．３

保 険 給 付 費 ５３９，４２７ ９４．１ ５１９，８４６ ９２．７ ３．８

地域支援事業費 １０，７５５ １．９ １１，０９３ ２．０ △３．０

財政安定化基金拠出金 ０ ０．０ ０ ０．０ －

基 金 積 立 金 １，２４８ ０．２ ７，６６１ １．４ △８３．７

諸 支 出 金 ８，７７０ １．５ １１，９５９ ２．１ △２６．７

合 計 ５７３，３８３ １００．０ ５６０，９９８ １００．０ ２．２

歳入歳出差引額 ３０，２２５ ２４，３０７



- 75 -

２．介護保険料賦課徴収状況

（１）所得段階別被保険者数

保険料基準年額（第４段階）：４８，０００円 （単位：人）

（２）収納状況

◎全体

◎特別徴収

◎普通徴収

区 分 特別徴収 普通徴収
普徴・特

徴(併用)
合 計 構成比(%)

第１段階

基 準 額

× ０.５

老齢福祉年金受給者で世帯全員非課税、

生活保護受給者
５ ９ ０ １４ ０．６

第２段階

基 準 額

× ０.５

世帯全員非課税・課税年金収入額+合計

所得金額８０万円以下
２９１ ３９ ０ ３３０ １４．１

第３段階

基 準 額

× ０.７５
世帯全員非課税・第１、第２段階を除く ２１５ １０ ０ ２２５ ９．７

特例第４段階

基 準 額

× ０．９

世帯課税・本人非課税・課税年金収入額+合

計所得金額８０万円以下
４３７ ５６ ２ ４９５ ２１．２

第４段階

基 準 額

× １.０

世帯課税・本人非課税・課税年金収入額+合

計所得金額８０万円超
３４５ １０ １ ３５６ １５．３

第５段階

基 準 額

× １.２５
本人課税・合計所得金額２００万円未満 ６１９ ６８ １ ６８８ ２９．５

第６段階

基 準 額

× １.５
本人課税・合計所得金額２００万円以上 １８２ ４０ ２ ２２４ ９．６

区 分
調 定 額

千円

収 入 済 額

千円

不納欠損額

千円

収入未済額

千円

収 納 率

％

現年賦課分 １１０，８００ １１０，１７０ ０ ６３０ ９９．４

滞納繰越分 １，０１６ ３７９ ８９ ５４８ ３７．３

合 計 １１１，８１６ １１０，５４９ ８９ １，１７８ ９８．９

平成２２年度収入額： １１０，４０３千円 収納率： ９９．０％

区 分
調 定 額

千円

収 入 済 額

千円

不納欠損額

千円

収入未済額

千円

収 納 率

％

現年賦課分 １０２，７７２ １０２，７７２ － ０ １００．０

区 分
調 定 額

千円

収 入 済 額

千円

不納欠損額

千円

収入未済額

千円

収 納 率

％

現年賦課分 ８，０２８ ７，３９８ ０ ６３０ ９２．２

滞納繰越分 １，０１６ ３７９ ８９ ５４８ ３７．３

合 計 ９，０４４ ７，７７７ ８９ １，１７８ ８６．０
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３．保険給付費支出状況

（１）保険給付費（審査支払手数料、高額介護サービス費及び特定入所者介護サービス費を除く）

◎居宅介護サービス給付費明細

◎地域密着型介護サービス給付費明細

区 分

件 数

件

費 用 額

千円

支 給 額

千円

１件当り

費 用 額

千円

１件当り

支 給 額

千円

介
護
サ
ー
ビ
ス

居 宅 介 護 ３，５７１ １９７，３１８ １７７，５８５ ５５ ５０

地域密着型 ９８ ２７，０４９ ２４，３４４ ２７６ ２４８

施 設 介 護 ９８０ ２５８，９２４ ２３３，３６２ ２６４ ２３８

福祉用具購入 ２８ ６０８ ５４７ ２２ ２０

住 宅 改 修 １６ １，７１８ １，５４６ １０７ ９７

居宅介護計画 １，９０９ ２３，１０９ ２３，１０９ １２ １２

計 ６，６０２ ５０８，７２６ ４６０，４９３ ７７ ７０

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

介 護 予 防 １，３４２ ４４，５９０ ４０，１３１ ３３ ３０

地域密着型 ０ ０ ０ － －

福祉用具購入 ６ １０３ ９３ １７ １６

住 宅 改 修 １０ １，０８８ ９７９ １０９ ９８

介護予防計画 １，１０４ ４，６８６ ４，６８６ ４ ４

計 ２，４６２ ５０，４６７ ４５，８８９ ２０ １９

合 計 ９，０６４ ５５９，１９３ ５０６，３８２ ６２ ５６

区 分

件 数

件

費 用 額

千円

支 給 額

千円

１件当り

費 用 額

千円

１件当り

支 給 額

千円

訪 問 介 護 ５１４ １９，８９１ １７，９０２ ３９ ３５

訪 問 入 浴 介 護 ２３ １，０８７ ９７９ ４７ ４３

訪 問 看 護 １０２ ２，５３４ ２，２８０ ２５ ２２

訪 問 リ ハ ビ リ ６２ １，３４４ １，２０９ ２２ ２０

居宅療養管理指導 ３８ ２５０ ２２４ ７ ６

通 所 介 護 １，３０５ １０２，１７７ ９１，９６０ ７８ ７０

通 所 リ ハ ビ リ ３６９ ２５，３８９ ２２，８４９ ６９ ６２

短期入所生活介護 ２７９ ２６，６４１ ２３，９７７ ９５ ８６

短期入所療養介護

（介護老人保健施設）
１６ １，４０８ １，２６７ ８８ ７９

短期入所療養介護

（介護療養型医療施設等）
４ ８３４ ７５１ ２０９ １８８

福 祉 用 具 貸 与 ８３４ １１，１８９ １０，０７０ １３ １２

特定施設入居者生活介護 ２５ ４，５７４ ４，１１７ １８３ １６５

合 計 ３，５７１ １９７，３１８ １７７，５８５ ５５ ５０

区 分

件 数

件

費 用 額

千円

支 給 額

千円

１件当り

費 用 額

千円

１件当り

支 給 額

千円

認知症対応型共同生活介護 ９８ ２７，０４９ ２４，３４４ ２７６ ２４８

合 計 ９８ ２７，０４９ ２４，３４４ ２７６ ２４８
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◎施設介護サービス給付費明細

◎介護予防サービス給付費明細

（２）審査支払手数料

…介護給付費請求書の審査支払業務を行う国民健康保険団体連合会に対する手数料

（３）高額介護サービス費

（４）高額医療合算介護サービス費

（５）特定入所者介護（予防）サービス費

区 分

件 数

件

費 用 額

千円

支 給 額

千円

１件当り

費 用 額

千円

１件当り

支 給 額

千円

老 人 福 祉 施 設 ７２０ １８７，１３７ １６８，７５４ ２６０ ２３４

老 人 保 健 施 設 ２６０ ７１，７８７ ６４，６０８ ２７６ ２４８

合 計 ９８０ ２５８，９２４ ２３３，３６２ ２６４ ２３８

区 分

件 数

件

費 用 額

千円

支 給 額

千円

１件当り

費 用 額

千円

１件当り

支 給 額

千円

訪 問 介 護 ２３９ ４，２３６ ３，８１２ １８ １６

訪 問 看 護 ２３ ６０２ ５４２ ２６ ２４

訪 問 リ ハ ビ リ １ １５ １４ １５ １４

通 所 介 護 ７１７ ２５，８９５ ２３，３０５ ３６ ３３

通 所 リ ハ ビ リ ２７３ １１，９１５ １０，７２４ ４４ ３９

短期入所生活介護 ７ １３８ １２４ ２０ １８

短期入所療養介護

（介護老人保健施設）
１ １２８ １１５ １２８ １１５

福 祉 用 具 貸 与 ７１ ２０５ １８４ ３ ３

特定施設入居者生活介護 １０ １，４５６ １，３１１ １４６ １３１

合 計 １，３４２ ４４，５９０ ４０，１３１ ３３ ３０

件 数

件

支 払 額

円

８，９４２ ８０７，４５８

件 数

件

支 給 額

円

１件当りの支給額

円

８２０ ７，８３０，２８５ ９，５４９

件 数

件

支 給 額

円

１件当りの支給額

円

５７ ２，０５４，７４９ ３６，０４８

区 分
件 数

件

支 給 額

円

１件当りの支給額

円

食 費 ８０２ ２１，５５１，９００ ２６，８７３

居住費（滞在費） ７３ ７９９，４８０ １０，９５２
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４．要介護（要支援）認定状況

（１）申請件数

被保険者が介護保険の認定を受けるための申請件数は、前年度と比較して２４件減の５４１件（うち

申請取り下げ２２件）であった。内訳は新規申請１４５件（うち申請取り下げ１０件）、更新申請３７

６件（うち申請取り下げ１２件）、変更申請２０件（うち申請取り下げ０件）であった。変更申請のう

ち同じ状態区分の認定による却下件数は、０件であった。

また、要介護状態の区分件数は、申請件数（申請取り下げを除く）５１９件のうち、非該当者４人、

却下者０人、要支援者１９０人、要介護者３２５人であった。

（２）認定者数

平成２４年３月３１日現在の認定者数は、前年度と比較して７人増（０．９８％増）の４２１人であ

り、総人口の５．３８％（０．１ポイント増）を占めている。

◎要介護度別認定者数 （単位：人・％）

５．各種減額・免除認定

（１）負担限度額

施設サービス利用者及び短期入所サービス利用者の食費及び居住費（滞在費）にかかる負担限度額の

認定申請が９９件あり、９７件を認定した。

（２）特定負担限度額

介護保険制度の施行前から特別養護老人ホームに入所していた旧措置入所者の食費及び居住費にかか

る特定負担限度額の認定申請が４件あり、減額３件、免除１件、計４件を認定した。

（３）利用者負担額

介護保険制度の施行前から特別養護老人ホームに入所していた旧措置入所者の利用者負担額の減額・

免除の申請が４件あり、免除１件を認定した。

６．地域包括支援センター運営協議会及び地域密着型サービス運営委員会

（１）地域包括支援センター運営協議会を２回開催し、運営状況について協議した。

（２）地域密着型サービス運営委員会を２回開催し、地域密着型サービス事業所の指定状況の説明と認知症

対応型デイサービスの指定を行った。

区 分 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 計

第１号 ６８ ７３ ７０ ６８ ５０ ４０ ３７ ４０６

第２号 ３ ５ ２ ３ ２ ０ ０ １５

合 計 ７１ ７８ ７２ ７１ ５２ ４０ ３７ ４２１

構成比 １６．９ １８．５ １７．１ １６．９ １２．３ ９．５ ８．８ １００.０
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７．介護予防事業

（１）二次予防施策

介護認定には至らないが、早期に対策を取らないと介護保険該当者となってしまう恐れのある方に対

し、生活機能評価基本チェックリストによる調査及び高齢者日常生活圏域ニーズ調査を実施し､両調査

の回答状況を基に生活機能評価を行い、二次予防事業対象者を決定して通所型介護予防事業を行った。

基本チェックリストによる二次予防対象者：４３８名

ニーズ調査による二次予防対象者 ：２３５名

通所型介護予防事業

（２）一次予防施策

６５歳以上の高齢者に対して、介護予防普及啓発事業を行った。

※元気モリモリ体操は、１２会場で実施した。

元気はつらつサポーター養成事業

８．地域包括支援センター事業

（１）介護予防ケアマネジメント業務

特定高齢者が要介護状態になることを予防するため、介護予防ケアプランを作成し、生活に関する支

援を行い機能改善を図った。

･介護予防ケアプラン数

（２）総合相談業務

高齢者が地域で安心して生活できるよう、高齢者の心身の状況や生活の実態を把握するとともに、相

談を受け必要な支援を行った。

・相談件数

二次予防事業運動教室延参加者 １５５人

二次予防事業口腔教室延参加者 １７人

区 分 開催回数 参加延べ人数

元気モリモリ体操
３３４回

(１２団体)
４，１４１人

(会員数２９２人)
元気モリモリ大会 中止 ０人

お茶会 １２回 ２０７人

新年会 １１回 ２３９人

元気モリモリ口腔教室 １回 ２８人

元気モリモリ栄養教室 １回 ９人

区 分 定例会 勉強会 視察研修 サポート事業

回 数 ６回 ５回 １回 ３６回

延べ人数 ６５人 ５６人 ５人 １０７人

作成したケアプラン数 ２件

ケアプランを作成した実人数 ２人

来所による相談受付 ３９件

電話による相談受付 ３８件

訪問による相談受付 １，００３件
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・高齢者虐待対応件数

（３）包括的継続的ケアマネジメント支援業務

関係機関等と連携し高齢者が住みなれた地域で安心して暮らせるよう支援を行った。

９．その他事業

（１）介護用品支給事業

・紙おむつ支給事業

在宅で生活しており、常時おむつを必要とする方に対し、紙おむつを支給することにより、本人及

び介護者の負担を軽減し、在宅福祉の向上を図った。

（２）認知症サポーター養成講座事業

認知症に対する正しい知識と対応方法を研修し、認知症の方や家族を支えるためのボランティアを一般

町民及び小学５年生を対象に実施した。

１０．介護予防給付業務

介護保険の要介護認定を受けた方の内要支援１、要支援２の方についてケアプランを作成し、生活に

関する支援を行った。なお、状態の不安定な方で、要介護状態に陥りそうな人や本人から従前の居宅支

援事業所希望される方は委託によりケアプランを作成した。

文書による相談受付 ５件

合 計 １，０８５件

相談件数 １件

相談により訪問した件数 ３件

立入調査件数 ０件

やむを得ない措置を行った件数 ０件

ケアマネ会議開催件数 １１回

民生委員･老人クラブとの連絡会議 ２回

ケアマネからの相談件数 ３３件

サービス事業者からの相談件数 １２件

対象者数 ３４人

支給費総額 ９６４，８８４円

対 象 実施回数 参加者

一般の方 ３回 ６０人

小学５年生 ２回 ７０人

予防給付ケアプラン作成件数 １，１７９件

委託件数 １４６件

委託事業者数 １３事業所
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１０．基金運用状況

介護保険給付費支払基金 （単位：円）

介護従事者処遇改善臨時特例基金 （単位：円）

平成２２年度末現在高 積 立 金 額 繰 入 金 額 平成２３年度末現在高

５４，４０２，０００ １，２４８，０００ ０ ５５，６５０，０００

平成２２年度末現在高 積 立 金 額 繰 入 金 額 平成２３年度末現在高

１１１，９５３ ０ １１１，９５３ ０
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第 3 後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療制度は、平成１８年６月２１日に公布された「健康保険法等の一部を改正する法律」によ

り、「老人保健法」が「高齢者の医療の確保に関する法律」に全面的に改正され、高齢者世代と現役世代の医

療費負担を明確にして公平でわかりやすい制度にし、保険財政の安定化を図り、福祉の増進を図ることを目

的に平成２０年４月１日から開始された制度である。

運営は、埼玉県内の全市町村で構成する「埼玉県後期高齢者医療広域連合（以下、「広域連合」という。）」

が行い、町は、保険料の徴収、徴収した保険料の広域連合への納付、給付事業等の窓口受付事務を行ってい

る。

対象となる被保険者は、７５歳以上の方及び一定の障がいがある方で広域連合の認定を受けた６５歳以上

の方となっており、平成２４年３月末現在の被保険者数は１，２００人となっている。

保険料額は、広域連合議会において決定し、均等割額４０，３００円、所得割率７．７５％である。なお、

これまで、保険料負担のなかった健保組合などの被用者保険の被扶養者だった方や、所得の少ない方につい

ては、世帯の所得水準に応じて保険料を軽減する措置が設けられている。

保険料の納付方法は、原則、年金からの天引き（特別徴収）となっているが、条件により窓口納付や口座

振替（普通徴収）となっている。

後期高齢者医療特別会計では、保険料の徴収、徴収した保険料の広域連合への納付等を行っている。歳入

決算額は、８，１０７万５千円、歳出決算額は、７，９２１万３千円で、形式収支は１８６万２千円の黒字

となった。

１．平成２３年度後期高齢者医療特別会計決算状況

区 分
決算額

千円

構成比率

％

前年度決算額

千円

構成比率

％

増減率

％

歳

入

保 険 料 ６０，７７３ ７５．０ ６０，８４２ ７５．４ △０．１

使用料及び手数料 ３ ０．０ １６ ０．０ △８１．３

繰 入 金 １７，９４１ ２２．１ １７，７９４ ２２．０ ０．８

うち保険基盤安定 １６，８１３ ２０．７ １６，５３４ ２０．５ １．７

繰 越 金 ２，１１５ ２．６ １，８３５ ２．３ １５．３

諸 収 入 ２４３ ０．３ ２８２ ０．３ △１３．８

合 計 ８１，０７５ １００．０ ８０，７６９ １００．０ ０．４

歳

出

総 務 費 １，２１０ １．５ １，２０１ １．５ ０．７

うち総務管理費 ４４１ ０．６ ４４１ ０．５ ０．０

うち徴収費 ７６９ １．０ ７６０ １．０ １．２

広域連合納付金 ７７，７６２ ９８．２ ７７，１９５ ９８．２ ０．７

諸 支 出 金 ２４１ ０．３ ２５８ ０．３ △６．６

予 備 費 ― ― ― ― ―

合 計 ７９，２１３ １００．０ ７８，６５４ １００．０ ０．７

歳 入 歳 出 差 引 額 １，８６２ ― ２，１１５ ― ―
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２．保険料賦課徴収状況

（１）区分別被保険者数（平成２４年３月末）

（単位：人）

※（ ）は、被用者保険の被扶養者であった被保険者数

（２）収納状況

（単位：千円）

区 分 特別徴収 普通徴収 合 計 構成比(%)

一 般 ４０１ ８４ ４８５ ４０．４

２割軽減 １１１ ２２ １３３ １１．１

５割軽減 １１８ （８８） １２（１０） １３０ （９８） １０．８

８．５割軽減 １６０ （２４） １７ （２） １７７ （２６） １４．８

９割軽減 ２３０ （５６） ４５ （６） ２７５ （６２） ２２．９

合 計 １，０２０（１６８） １８０（１８） １，２００（１８６） １００．０

区 分 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収納率（％）

現年賦課分 ６０，８１７ ６０，５２４ ０ ２９３ ９９．５

特別徴収 ４６，９５２ ４６，９５２ ０ ０ １００．０

普通徴収 １３，８６５ １３，５７２ ０ ２９３ ９７．９

滞納繰越分 ６３８ ２４９ ８ ３８１ ３９．０

合 計 ６１，４５５ ６０，７７３ ８ ６７４ ９８．９




